
 

 

平成２８年度第２次補正予算 

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞ 

【公募要領】 
（募集期間） ─ │⁸P.60 ╩╟ↄ↔ ↄ∞↕™⁹ 

 受付開始： 平成２８年１１月 ４日（金） 

 

 受付締切： 平成２９年 １月２７日（金）［締切日当日消印有効］ 

 

（申請書類一式の提出先・問い合わせ先） 

       

   ₔ760- 0066 2 2 Ӈ  

     

  ợ申請書類一式（Ｐ.73参照）は、郵送等によりご提出ください。 

   β ─╖ │ ⁹ ─ ─ ⌐│⁸₈  ₉≤⅔ ⅝ↄ∞↕™⁹ 

ợ ™ ╦∑─ │⁸8:30 12:00⁸13:00 17:00 ⁸ ↄ  

   ≤⌂╡╕∆⁹ ⅔╟┘ ─ ⱱכⱶⱭכ☺ ⇔╕∆

╩↔ ™√∞⅝⁸∕─ ≢↔ ⌂ ⅜№╣┌⁸⅔ ™ ╦∑ↄ∞↕™⁹  

（ご注意・ご連絡） 

  ợ ─ ≢ ╩ ╪≢™╢ ⌐≈™≡│⁸ ⁸

⅜ ∆╢ ╩↔ ↄ∞↕™ ┼─ │≢⅝╕∑

╪ ⁹ 

ợ ─ ⌐ ⇔≡│⁸ ─ ─ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹

┼─ ─ ⌐⁸ ─ ⌐₈ ה ₉≤₈

ה ₉─ ⇔╩ ─℮ⅎ⁸₈ ה ₈

₉₉─ ה ╩ ⇔≡ↄ∞↕™（「様式４」の発行には一定の日数がかかり

ます。締切までに十分な余裕をもって（できるだけ締切の１週間前までには）、地域

の商工会にお越しください）⁹╕√⁸ ─ ⅛╠₈ ₉╩ √ ⁸ ∑≡

⌐↔ ↄ∞↕™ ₈ ₉╙ ≢∆ ⁹ 

ợ ⌐ ⇔≡│⁸ ⌐ CD-R ─ ─ ╣⅜⌂™╟℮

↔ ↄ∞↕™ 

ợ │⁸ ⱱכⱶⱭכ☺⅛╠♄►fi꜡⁹∆╕⅝≢♪כ 

   （URL）http://www.shokokai-kagawa.or.jp/ 

平成２８年１１月 

香川県商工会連合会 

全国商工会連合会 
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※補助金の採否については事業の有効性などの観点から審査します。（Ｐ.62参照） 

 

  

◎小規模事業者持続化補助金 

＜一般型＞ 

 
 小規模事業者（注１、注２）が、商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計

画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の２／３を補助

します。補助上限額：５０万円（注３、注４、注５）。 

 

≤│⁸₈ ∕─ ─ ⌐ ∆╢ ╩ √╢ ≤ 

⇔≡ ╗ ⅔╟┘ ₉≢№╡⁸ ∆╢  

─ ⅜ ⁸ ☻ⱦכ◘⁸ ה ╩  

ↄ ⌐ ∆╢ ╩ √╢ ≤⇔≡ ╗ ⌐≈™≡│ ─  

≢∆⁹ 

⁸ ╩ ╦∏⁸ ≢∆⁹ 

─ ─ ⁸∕─ ─ ╩ ⇔ 

╕∆⁹ ⌐⁸ ─ ─ │⁸∕─ ─  

⅜ ≤⌂╡╕∆⁹╕√⁸ ─ ─ ⌐ 

│⁸∕─ │ ≤⌂╡╕∆⅜⁸ ∆╢ │⁸ ≢ 

№╢ ≤⌂╡╕∆⁹ 

─ │⁸ ⅜ ⌐ ⅝ ⅜╡╕∆⁹ 

     ᵑ ─ ╩ ⅝ →╢ ╡ ╖╩ ℮  

ᵒ ╩ ↕∑╢ ╡ ╖╩ ℮  

     ᵓ ─ ╡ ╖ 

     ᵔ ─ ╡ ╖ 

≤⇔≡⁸ ─ ╡ ╖⅜ ≢∆⅜⁸ ─ ⅜  

⇔≡ ╡ ╗ ╙ ≢∆⁹∕─ ⌐│⁸ ⅜  

≤⌂╡╕∆ ∆╢ ⌐╟╡ ⌂╡╕ 

∆ ⁹ 
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「重要事項」についてのご説明 

 ⌐ ╢ ╩ ─≤⅔╡↔ ™√⇔╕∆─≢⁸ ∏↔ ─℮ⅎ⁸↔

™√∞™√℮ⅎ≢─ ╩⅔ ™™√⇔╕∆⁹ 

１．本補助金事業は、補助金適正化法に基づき実施されます。 

│⁸₈ ⌐ ╢ ─ ─ ⌐ ∆╢ ₉⌐ ≠⅝ ↕╣

╕∆⁹ ─ ⅜ ╦╣√ ⌐│⁸ ─ ה ⁸ ─ ─ ╛⁸

─ ╙⇔ↄ│ ─ ⌐ ∑╠╣╢↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

⌂⅔⁸ ─ ה ⌐ ⇔≡│⁸ ─₈ ₉⌐⅔™≡⁸₈ ─ │ ≢

№╢₉ ╩ ™√∞⅝╕∆─≢⁸ ≤ ⌂╢ ≢─ ≤⌂╠⌂™╟℮⁸ ⌐↔ ↄ∞↕™⁹ 

╕√⁸ ⌐ ⇔≡™╢↓≤⅜ ╠⅛⌂ ⁸ ⌐╟╢ ─╒⅛⁸ ⁸ ╛

╖ ─ ⅝ ─ ╩ ↑╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

２．「補助金交付決定通知書」の受領後でないと補助対象となる経費支出等はできません。 

─ ⁸ ⅜ ↕╣╢≤⁸ ⅛╠ ⌐ ⇔⁸₈ ₉⅜ ↕╣⁸∕─ ⁸

─ ™ ≤⇔≡─ ─ ╩ ⌐ ╘╢₈ ₉⅜ ↕╣╕∆⁹

─ ≤⌂╢ ─ ה ה │⁸₈ ₉ ⅛╠ ≤⌂╡╕∆⁹

₈ ₉⅜ ™≡╙⁸₈ ₉ ─ ה ה │⁸ ≤⌂∫

≡⇔╕℮↓≤⌐↔ ↄ∞↕™⁹ 

╕√⁸ │⁸ ⅜ ≢∆⁹ ™╙ ≢∆⅜⁸ ─ ─

√╘⁸ ╩ ⅝⁸ ⅝ ─ │ ™│ ≢∆⁹ 

３．補助事業の内容等を変更する際には事前の承認が必要です。 

│⁸ ה ╩ ↑√ ≢ ™√∞ↄ╙─≢∆⅜⁸ ╩ ∆╢ ≢⁸

─ ╕√│ ─ ╩ ∆╢ ⌂ ╩ ↄ ⌐│⁸ ─ ─ ⌐ ∫√

≢⁸№╠⅛∂╘ ה ⌐ ⁸ ─₈ ₉╩ ⇔⁸∕─ ╩ ↑⌂↑╣┌⌂╡╕

∑╪⁹ 

⌂⅔⁸₈ ₉╛₈ ─ ₉⌐╟╢ │⁸ ╘ ⌐ ─

⌐ ╩ ⇔⁸₈ ₉⌐ ⇔≡™╢↓≤⅜ ≤⌂╡╕∆─≢⁸™∏╣╙⁸

⌐╟╡ ⌐ ⌐ ⅎ╢↓≤│≢⅝╕∑╪⁹ 

４．補助金交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がないと、補

助金は受け取れません。 

⁸ ╩ ↑√ ⌐ ─ ╩ ⇔≡™√∞⅝╕∆⁹ ─ │⁸

≢ ╡ ╪∞ ╩ ∆╢ ⅔╟┘ ─╦⅛╢ ╩⁸ ╘╠╣√ ╕≢

⌐ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ 

╙⇔⁸ ╘╠╣√ ╕≢⌐⁸ ─ ⅜ ≢ ≢⅝⌂⅛∫√ ⌐│⁸

╩ ↑≡™≡╙⁸ ╩ ↑ ╣⌂ↄ⌂╡╕∆─≢⁸ ∏ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹ 

５．実際に受け取る補助金は「補助金交付決定通知書」に記載した交付金額より少なくな

る場合があります。 

⅜ ⅝ ⅜╢ ╡ ╖╩ ℮ ⌐╟╡ ╩ ↑≡╙⁸ ─ ⌐⁸

⅝ → ╩ √⇔≡™╢≤ ╘╠╣⌂™ ⌐│⁸ ─ ⅝ →⅜ ↕╣╕∑╪⁹ 

╕√⁸ ─ ⌐⁸ ⌐ ⅜ ↕╣≡™╢↓≤⅜ ⇔√ ⌐│⁸
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╩ ™≡ ╩ ∆╢╟℮ ⅛╠ ╩ ↑╕∆⁹ 

⌐⁸₈ ₉⌐ ╡ ╗ ⅜ ─√╘⌐ ╩ ⇔√ ⌐│⁸ ╠

≢ ⅜ ↕╣⁸⅛≈ ─ ≢ ╩ ⇔≡™⌂™↓≤ ─ ╩ √⇔≡™⌂↑╣┌⁸

─ ⌐ ╢ ─⅔ │≢⅝╕∑╪─≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

╕√⁸ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔√ ⌐│ ⅜ ↕╣╢↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

６．所定の取得財産等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限があります。 

⅝ ─ ⁸ ₈ ₉─╖ ─ ╛⁸

⌐╟╢ ─ │⁸₈ ₉⌐ ⇔⁸ ⅜ ⇔⁸ ─ ╩ ↑√ ≢

№∫≡╙⁸ ─ ⌐⅔™≡ ≢─ ⁸ ⁸ ⁸ ⅜ ↕╣╕∆⁹ 

⌐ ╩ ∆╢ ⌐│⁸ ∏ ┼ ╩ ⇔⁸ ╩ ↑√ ≢

⌂↑╣┌ ≢⅝╕∑╪⁹ │⁸ ╩ ⇔√ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ⇔⁸

⅛╠ ↕╣╢ ─ ─√╘⁸ ⇔√ ─ ╕√│ ⌐ ∆╢ ╩ ↕∑╢↓

≤⅜№╡╕∆⁹ ╩ ∏⌐ ╩ ℮≤⁸ ⌐╟╡ ה ─ ≤⌂╡╕∆⁹ 

７．補助事業関係書類は事業終了後５年間保存しなければなりません。 

│⁸ ⌐ ∆╢ ⅔╟┘ ╩ ─ ─ ─ ∆╢ ─

╕≢ ⁸ ╛ ─ ─ ╩ ∆╢ ⅛╠─ ╘

⅜№∫√ ⌐⁸™≈≢╙ ⌐ ∑╢╟℮ ⇔≡⅔⅛⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ 

 ↓─ ⌐⁸ ⌐╟╢ ⅜ ↕╣╢ ╙№╡⁸ ╩ ↑√ ─ ≤⇔≡ ∂

⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹╕√⁸ ─ ⁸ ⌐⁸ ─ ─ ⅜⌂↕╣√ ⌐│ ╦⌂↑╣

┌⌂╡╕∑╪⁹ 

８．国が助成する他の制度と重複する事業は補助対象となりません。 

─ ⌐≈™≡⁸ ╩ ╗ ⅜ ∆╢ ─ ⁸ ≤ ∆╢

│ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

╕√⁸ ⅜ ╛ ≤ ─

┼─ │≢⅝╕∑╪⁹ √∞⇔⁸ ╕√│ ─ ⌐ ⇔

≤⌂∫√ ⅜ ┼ ∆╢↓≤│ →╕∑╪ ⁹ 

９．個人情報の使用目的 

 ⌐ ™√∞™√ │⁸ ─ ─√╘⁸ ≢№╢

≤─ ≢ ⇔╕∆⁹ 

ה ─ ⌂ ─√╘⌐ ⌂  

ה ╩ ∆╢√╘─ ─ⱨ◊꜡כ▪♇ⱪ ╗  

─⧵ה ⁸ ─ ⌐ ⌂  

10．アンケート調査について 

─ ⌐ ⇔⁸ ╩ ⇔≡ ╡ ╗ ╛∕─ ╩ ∆╢√╘─▪fi◔כ♩

╩ ∆╢↓≤⅜№╡╕∆ ─ⱨ◊꜡כ▪♇ⱪ ╗ ─≢⁸∕─ ⌐│↔ ╩⅔

™™√⇔╕∆⁹ 

11．その他 

ה │⁸ ⁸ ╛►▼Ⱪ◘▬♩ ─ ⌐ ─⌂™ ⌐≈™≡│⁸

⅛╠─ ⌐ ℮╙─≤⇔╕∆⁹ 
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Ⅰ．計画書の様式および記載例  

●補助金申請に必要な提出書類はＰ.6～22です。 

（商工会または市区町村が記入する書類等を含む）。 

●提出書類の記入例と補足説明はＰ.23～37を、申請の締切など公募の詳細については、Ｐ.38

以降をご覧ください。 
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⌐╟╢ ─  

 

     

 

 

   

 

 

   

   

─ ה            

 

 

  

⌐ ╢  

 

  ─ ╩ ↑√™─

≢⁸ ─ ╩ ⅎ≡ ⇔╕∆⁹ 

 ─ │ ≢№╡⁸⅛≈⁸ │⁸ ─ ╩

↑╢ ≤⇔≡⁸ ⌐ ╘╢₈ ─ ╩ ↑╢ ≤⇔≡

⌂ ₉─™∏╣⌐╙ ⇔╕∑╪⁹↓─ ⅜ ≢№╡⁸╕√│↓─ ⌐ ⇔√↓≤

⌐╟╡⁸ ⅜ ╩ ╢↓≤⌐⌂∫≡╙⁸ │ ⇔ ≡╕∑╪⁹ 

╕√⁸ ⌐№√∫≡│⁸ ⌐ ↕╣√₈ ₉ P.3 4 ╩ ⇔⁸∕─

╩ ⌐ ⇔≡™╕∆⁹ 

 

ה  

ה  

ה ⌐ ≠⅝⁸ ─ ⅜ ⇔╕∆⁹ 

ה ≢⅔ ⅛╡⇔⁸ ⌐ ⇔╕∆⁹ 

  ∕─  

 

ợ ─  

ה ⅔╟┘  

ה ╕√│  

 

ợ ─  

ה ─ ⁸ ⁸ ה ╕√│

╕√│  

⅜⌂™ │ ⅔╟┘ ╩ ⇔  

  

【一般型】 
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⌐╟╢ ─  

 

     

 

   

ₒβ ─╖╩ ⌐ ₓ 

 

   

   

─ ה         

 

 

 

⌐ ╢  

 

  ─ ╩⁸

─ ≤ ≢ ↑√™─≢⁸ ─ ╩ ⅎ≡ ⇔╕∆⁹ 

─ │ ≢№╡⁸⅛≈⁸ ⅔╟┘ ─ │⁸™∏╣╙

─ ╩ ↑╢ ≤⇔≡⁸ ⌐ ╘╢₈

─ ╩ ↑╢ ≤⇔≡ ⌂ ₉─™∏╣⌐╙ ⇔╕∑╪⁹↓─ ⅜ ≢№╡⁸

╕√│↓─ ⌐ ⇔√↓≤⌐╟╡⁸ ⅜ ╩ ╢↓≤⌐⌂∫≡╙⁸ │ ⇔

≡╕∑╪⁹ 

╕√⁸ ⌐№√∫≡│⁸ ⌐ ↕╣√₈ ₉ P.3 4 ╩ ⇔⁸∕─

╩ ⌐ ⇔≡™╕∆⁹ 

 

ה ⌐ ∆╢ ↔≤⌐ ⇔⁸╕≤╘≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ה ≤⇔≡ ≈ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ה  

⌐ ∆╢ ⅜ ∆╢ ─ ⅔╟┘ ↔≤⌐ ╩ ↑⁸╕≤╘ 

≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ה  

  ≤⇔≡ ≈ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ≢⅔ ⅛╡⇔⁸ ⌐ ⇔╕∆⁹ 

∕─  

 

ợ ─ ⌐ ∆╢ ↔≤⌐  

ה ⅔╟┘  

ה ╕√│  

 

ợ ─ ⌐ ∆╢ ↔≤⌐  

ה ─ ⁸ ⁸ ה ╕√│

╕√│  

⅜⌂™ │ ⅔╟┘ ╩ ⇔   

【一般型】 
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⌐╟╢  

 ẽ ẽ   

 

ₒ ₓ                      →ẽ ẽ   

  

  

  

─ ה                           

  

 

ₒ ─   ⁸ 

℮∟ →⌐ ∆╢ ה   ⌐ ∆╢   ₓ 

∕─ ─ ╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

                            →ẽ ẽ   

  

  

  

─ ה                           

  

                             →ẽ ẽ   

  

  

  

─ ה                           

  

                             →ẽ ẽ   

  

  

  

─ ה                           

  

                             

             

₈ ₉⁸₈ ₉⌐ ╡ ╗ ⌐│⁸ ─ ẽ⁸

ẽ ⌐⁸₈ ─ ╩ ⅝ →╢ ╡ ╖╩ ℮ ₉⁸₈ ╩ ↕∑╢ ╡ ╖╩ ℮

₉⌐ ∆╢ │ →ẽ⁸ ẽ ⌐ἧ ♅▼♇◒ ╩ ╣≡ↄ∞↕™ 

 │ ≢⅝╕∑╪ ™∏╣⅛ ≈ ⁹ 

⅜ ↄ⁸ ⅜ ╡⌂™ │⁸ ◖Ⱨכ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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経営計画書 

名 称：           

＜応募者の概要＞ 

（ふりがな） 

名称（商号または屋号） 

 

 

法人番号（13桁）※１  

主たる業種β  
業種番号 

（2桁 or3桁） 
 業種名称  

常時使用する 

従業員数※３ 
 

∆╢ ⅜™⌂↑╣┌⁸₈ ₉≤ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⅜ ─ ╩ ⅎ╢ │ ≢⅝╕∑╪⁹ 

資本金額 

（個人事業者なら記載不要） 
  創業・設立年月（和暦）     

連

絡

担

当

者 

（ふりがな） 

氏名 

 

 
役職  

住所 
ₔ      

 

電話番号  携帯電話番号  

FAX番号  E-mailアドレス  

ה ה ⅛╠─ ─ ╛ ─ ─ ꜟכⱷה │⁸ ≡₈

₉ ─ │⁸ ⁸ ─ ≡⌐ ™╕∆⁹ ─ ╛ ─ ─

⌐≈™≡⁸ ╩╙∫≡ ≢⅝╢ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ╕√│ │ ∏ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹FAX ה

E- mail ▪♪꜠☻╙ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

β  ─ │⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ │₈⌂⇔₉≤ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ⱴ▬♫fiⱣכ 12

│ ⇔⌂™≢ↄ∞↕™⁹ 

β  . 67 ─₈ ₉⌐ ≠™≡⁸ √╢ ─ ⁸ ╩↔ ↄ∞↕™⁹（₈ ₉

⌐小分類（３桁）が記載されている業種については３桁まで番号を記入し、業種名称をご記入ください。） 

β  . 3 9─ ᵓ─ ∆╢ ─ ⅎ ╩↔ ─℮ⅎ⁸↔ ↄ∞↕™⁹⌂⅔⁸ ∆╢

⌐ ╘╢⅛ ⅛─ ⌐ ∫√ │⁸ ─ ⌐↔ ™√∞↑╕∆⁹ 

⅜ . 3 8 ─₈ ─ ₉╩ √∆ ─╖ ≢⅝╕∆⁹  

 

β ≡─ ₒ ₓ 

↓╣╕≢⌐ ⇔√₈ ₉─ ⌐ ∆╢ 28

╩ ↄ │⁸ ⌐⁸ ∆╢ ⌐ ⇔√ ─ ⇔─ ⅜

≢∆  注：共同申請により採択・交付決定を受けて補助事業を実施した「参画事業者」も含みます。 

⁸ ─ ה

╩ ↑⁸ ╩ ⇔√ ⅛ ⅛ 

ẽ  

 ≢№╢ 

ẽ  

≢⌂™ 

⁸ ─ ה

╩ ↑⁸ ╩ ⇔√ ⅛ ⅛ 

ẽ  

≢№╢ 

ẽ  

≢⌂™ 

⁸ ─ ה

╩ ↑⁸ ╩ ⇔√ ⅛ ⅛ 

ẽ  

≢№╢ 

ẽ  

≢⌂™ 

─™∏╣⅛─ ─ ─╖  

【一般型】 
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∕╣∙╣ ∆╢ ─ ≢─ ⁸ ⁸ ╩ ⇔√ ≢⁸

─ ≤─ ™╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ⌐╟╢ │⁸ ╩ ─↓≤  

 

 

 

 

 

β ≡─ ₒ ₓ ⌐ ∆╢ │⁸ ≢⅝╕∑╪⁹  

≤⇔≡ ╡ ╗╙─⅜⁸ ⌐

∆╢⅛ ⅛ 

ẽ ∆ 

 ╢ 

□該当し 

ない 

 

β ─╖ₒ ₓ ╖⌂⇔ ⌐ ∆╢ │⁸ ≢⅝╕∑╪⁹  

╖⌂⇔ .6 9₈ ₉ ⌐ ∆╢⅛ ⅛ ẽ ∆ 

 ╢ 

□該当し 

ない 

 

1. 企業概要 

 

 

 

 

2. 顧客ニーズと市場の動向 

 

 

 

 

 

3. 自社や自社の提供する商品・サービスの強み 

 

 

 

 

 

4. 経営方針・目標と今後のプラン 

 

 

 

 

 

β ─ ⌐№√∫≡│ ≤ ⇔⁸ ה ╩ ⌂⅜╠ ╘╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ 

β ≡─ ⅜ ≢∆⁹ ⅜ ╡⌂™ │ ⁸ ☺כⱭה ╩ ≢⅝╕∆⁹ 

β │ . 24  
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⌐╟╢ ─  

補助事業計画書 

名 称：          

１．補助事業の内容 

1．補助事業で行う事業名【必須記入】（30文字以内で記入すること） 

 

2．販路開拓等の取組内容【必須記入】（販路開拓等の取り組み内容を記入すること） 

 

 

 

 

3. 業務効率化（生産性向上）の取組内容【任意記入】 

＊公募要領 P.42に該当する取り組みを行う場合は本欄に記入します。特になければ本欄は空欄のままご提出ください。 

 

 

4．補助事業の効果【必須記入】 

 

 

 

 

β ⌐⁸₈ ₉⅔╟┘₈ ≢ ℮ ₉ ⅜ ↕╣╕∆⁹ 

β ⅜ ╡⌂™ │ ⁸ ☺כⱭה ╩ ≢⅝╕∆⁹ 

 

２．経費明細表【必須記入】 

（単位：円） 

経費区分 内容・必要理由 経費内訳 

（単価×回数） 

補助対象経費 

（税抜・税込） 

    

    

    

（１）補助対象経費合計  

（２）補助金交付申請額   （１）×補助率 2/3以内（円未満切捨て）  

β ⌐│⁸₈ᵑ ₉⅛╠₈ᵝ ₉╕≢─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

β ─ ה ⌐≈™≡│⁸ .70 ─↓≤⁹ 

β ─ │ ⁹√∞⇔⁸₈ ─ ╩ ⅝ →╢ ╡ ╖╩ ℮ ₉⁸₈ ╩ ↕∑╢ ╡ ╖╩ ℮

₉⁸₈ ─ ╡ ╖₉⁸₈ ─ ╡ ╖₉─™∏╣⅛─ │⁸ ⁹ 

   

β ⌐ ∆╢ ⌐│⁸™∏╣⅛ ≈─ẽ⌐ἧ ♅▼♇◒ ╩ ╣≡ↄ∞↕™ 

    │⁸ ─ │≢⅝╕∑╪ ™∏╣⅛ ≈ ⁹ 

  

 ẽ ─ ╩ ⅝ →╢ ╡ ╖╩ ℮ ⌐⁸ ⅔╟┘  

【一般型】 
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─ ⅜⁸╕√⁸₈ ⅝ → ₉ ⌐⁸₈  

⅝ → ₉⅔╟┘ ─ ⅜ ≢∆⁹ ─ │  

P.54 ⁹  

  ẽ ╩ ↕∑╢ ╡ ╖╩ ℮ ⌐⁸₈ ╩ ↕

∑╢ ╡ ╖ ₉⅔╟┘ ⇔ ─ ⅜

≢∆⁹ ─ │ P.58 ⁹  

  ẽ ⌐ ╡ ╗ ⌐⁸ ⅔╟┘ ─ ⅜

≢∆⁹ ─ │ P.59 ⁹  

  ẽ ─ ╡ ╖╩ ℮ ₈ ─ ₉─₈

─ ₉≤₈ ₉⌐⁸₈ ₉─ ⅜

≢∆⁹ ─ │ P.59 ⁹  

 

３．資金調達方法【必須記入】 

＜補助対象経費の調達一覧＞        ＜「２．補助金」相当額の手当方法＞(※３) 

区分 金額（円） 資金 

調達先 

 区分 金額（円） 資金 

調達先 

1.自己資金   2-1.自己資金   

2.持続化補助

金（※１） 

  2-2.金融機関

からの借入金 

  

3.金融機関か

らの借入金 

  2-3.その他   

4.その他      

5.合計額 

（※２） 

   

β  │⁸ ≤ ↕∑╢↓≤⁹ 

β  │⁸ ≤ ↕∑╢↓≤⁹ 

β  ⅜ ⇔≡⅛╠─ ≤⌂╡╕∆─≢⁸∕─ ─ ─ ⌐≈™≡⁸↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

⅛╠ ─ ⌐≈™≡ ⅜ ™ │⁸ ⁸ ☺כⱭה ╩ ≢⅝

╕∆⁹  
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⌐╟╢ ─  

補助事業計画書 

代表事業者名称：                

 

１．補助事業の内容 

1．補助事業で行う事業名【必須記入】（30文字以内で記入すること） 

 

2.販路開拓等の取組内容【必須記入】 

 

 

 

 

3. 業務効率化（生産性向上）の取組内容【任意記入】 

＊公募要領 P.42に該当する取り組みを行う場合は本欄に記入します。特になければ本欄は空欄のままご提出ください。 

 

 

4．共同事業について【必須記入】 

（１）共同で事業を実施する必要性 

 

 

（２）共同事業における参画小規模事業者の役割・取組（全ての参画事業者について記 

  入し、体制図も記載すること） 

 

 

5．補助事業の効果【必須記入】 

 

 

 

β ⌐⁸₈ ₉⅔╟┘₈ ≢ ℮ ₉ ⅜ ↕╣╕∆⁹ 

β ⅜ ╡⌂™ │ ⁸ ☺כⱭה ╩ ≢⅝╕∆⁹ 

 

２．経費明細表【必須記入】 

 

＜個別の経費明細表＞※共同申請の場合は事業者ごとに、作成してください。 

【代表事業者名称：      】                   （単位：円） 

経費区分 内容・必要理由 経費内訳 

（単価×回数） 

補助対象経費 

（税抜） 

    

    

補助対象経費小計額  

β ⌐│⁸₈ᵑ ₉⅛╠₈ᵝ ₉╕≢─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

【一般型】 
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【参画事業者名称（１者目）：      】                        （単位：円） 

経費区分 内容・必要理由 経費内訳 

（単価×回数） 

補助対象経費 

（税抜） 

    

    

補助対象経費小計額  

β ─ ≢№╣┌⁸ ⁸ ─ ╩ ⇔ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

β ⌐│⁸₈ᵑ ₉⅛╠₈ᵝ ₉╕≢─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

＜経費明細総括表＞                          （単位：円） 

事業者名 補助対象経費小計額 補助金交付申請額 

代表事業者名称： 

 

  

参画事業者名称（１

者目）： 

 

  

合 計   

β ─ ≢№╣┌⁸ ⁸ ─ ╩ ╛⇔ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

β ─ ─ ≤ ∆╢╟℮⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

β ─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

β ─ │⁸ ─ ─ ≡ ≢∆⁹ 

β ⌐ ∆╢ ─ │⁸ ─ ╩ ─℮ⅎ⁸ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ᵑ₈ ─ ╩ ⅝ →╢ ╡ ╖╩ ℮ ₉⁸₈ ╩ ↕∑╢ ╡ ╖╩ ℮ ₉⁸₈ ─  

╡ ╖₉⁸₈ ─ ╡ ╖₉─™∏╣⅛─ │⁸ ⁹ 

  ᵒ ─ ⌐╟╢ ─ │⁸ ×  

  ᵓ ─ ⌐╟╢ ─ ≢₈ ─ ╩ ⅝ →╢ ╡ ╖╩ ℮ ₉⁸₈ ╩ ↕∑╢ ╡

╖╩ ℮ ₉⌐ ∆╢ ⅜™╢  

   × ─ ╡ ╖⌐ ⇔⌂™  

× ─™∏╣⅛─ ╡ ╖⌐ ∆╢  

ᵔ₈ ─ ╡ ╖₉⁸₈ ─ ╡ ╖₉─™∏╣⅛⌐ ∆╢ ─ ⌐╟╢ ─

│⁸ ×  

β ─ ─ ⅜⁸ ─ ╩ ⅎ╢ ⁸ ─ │⁸ ≡─

─ ⅜ ∂⌐⌂╢╟℮⌐⁸ ─ ⌐ ∂≡⁸ ⇔≡ ⇔╕∆⁹ 

 

β ⌐ ∆╢ ⌐│⁸ ∆╢ ─ẽ⌐ἧ ♅▼♇◒ ╩ ╣≡ↄ∞↕™⁹ 

│⁸ │⁸ ─ │≢⅝╕∑╪ ™∏╣⅛ ≈ ⁹ 

 

  ẽ ─℮∟ ⅜₈ ─ ╩ ⅝ →╢ ╡ ╖╩ ℮  

₉⌐ ⁹ ⌐⁸ ⅔╟┘ ─ ⅜⁸╕√⁸₈  

⅝ → ₉ ⌐⁸₈ ⅝ → ₉⅔╟┘  

─ ⅜ ≢∆⁹ ─ │ P.54 ⁹  

  ẽ ─℮∟ ⅜₈ ╩ ↕∑╢ ╡ ╖╩ ℮ ₉⌐
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⁹ ⌐⁸₈ ╩ ↕∑╢ ╡ ╖ ₉⅔╟┘

⇔ ─ ⅜ ≢∆⁹ ─ │ P.58

⁹  

  ẽ ⌐ ╡ ╗ ⌐⁸ ⅔╟┘ ─ ⅜

≢∆⁹ ─ │ P.59 ⁹  

  ẽ ─ ╡ ╖╩ ℮ ₈ ─ ₉─₈

─ ₉≤₈ ₉⌐⁸₈ ₉─ ⅜

≢∆⁹ ─ │ P.59 ⁹  

 

３．資金調達方法【必須記入】 

【代表事業者名称：       】 

＜補助対象経費の調達一覧＞        ＜「２．補助金」相当額の手当方法＞(※３) 

区分 金額（円） 資金 

調達先 

 区分 金額（円） 資金 

調達先 

1.自己資金   2-1.自己資金   

2.持続化補助

金（※１） 

  2-2.金融機関

からの借入金 

  

3.金融機関か

らの借入金 

  2-3.その他   

4.その他      

5.合計額 

（※２） 

   

 

【参画事業者名称（１者目）：    】 

＜補助対象経費の調達一覧＞        ＜「２．補助金」相当額の手当方法＞(※３) 

区分 金額（円） 資金 

調達先 

 区分 金額（円） 資金 

調達先 

1.自己資金   2-1.自己資金   

2.持続化補助

金（※１） 

  2-2.金融機関

からの借入金 

  

3.金融機関か

らの借入金 

  2-3.その他   

4.その他      

5.合計額 

（※２） 

   

β  │⁸ ₈ ₉≤ ↕∑╢↓≤⁹ 

β  │⁸ ₈ ₉≤ ↕∑╢↓≤⁹ 

β  ⅜ ⇔≡⅛╠─ ≤⌂╡╕∆─≢⁸∕─ ─ ─ ⌐≈™≡⁸↔ ↄ∞↕™⁹ 

β  ─ │ ↔≤⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ─ ≢№╣┌⁸ ⁸ ─ ╩ ╛

⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⅛╠ ─ ⌐≈™≡ ⅜ ™ │⁸ ⁸ ☺כⱭה ╩ ≢⅝

╕∆⁹   
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⅜                           

       

   

 

               

( ) ה  

 

 

⌐ ╢  

 ⌐⅔↑╢ ┼─ ╩ ─ ⅜ ℮⌐ √╡⁸

⅜ ╩ ↑√ ⁸ ─ ⌐ ≠⅝ ╩ ™╕∆⁹ 

 

 

 

    

 

 

⅛╠─  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ᵑ ─  

 

 

ᵒ ─  

 

 

 

 

【一般型】 
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ה  

       

 

   

 

 

   

   

─ ה            

   β ─ │ ≢ ─ ╛ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ 

 

 

 

 

 ─ ⌐ ≠⅝⁸

─ ⌐≈™≡⁸ ─≤⅔╡ ⇔╕∆⁹ 

⁸ ⁸ ─╖ ╣⌂ↄ↔ ↄ∞↕™ 

 

 

 

─ ⅔╟┘  

ה    ─≤⅔╡ 

 

─ ⅔╟┘ ≢ 29 12 31 ╕≢  

          

 

 

ה    ─≤⅔╡ 

 

 

ה    ─≤⅔╡ 

 

⌐ ⇔≡ ∏╢ ⌐ ∆╢ ∆╢╙─⌐ủ  

 №╡  ⌂⇔ 

  

₈ №╡₉─ │ ⌐ ╩↔ ↄ∞↕™⁹ │ .  72 ⁹  

                         

 

─ ⌐ ∆╢ ∆╢╙─ ≈⌐ủ  

        

─ ⌐╟∫≡⁸ ─ ⅜ ⌂╡╕∆⁹ │ P.71 ⁹ 

⌐╟╢ ─ ⌐│⁸ ≤⌂╡╕∆─≢⁸ ≢∆⁹ │ . 71 ⁹   

【一般型】 
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                   ─ ה           

─ ⅝ →  

１．支払賃金の状況について 

  ủ ─ ⅛ ─ ⌐⁸ ™ ⅜ ≢╙№╢ ⌐≈™≡⁸

₈ ₉≤₈ ─ ₉─™∏╣⅛─ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

  ủ₈ ₉⌐≈™≡│⁸∕╣∙╣⁸ ─ ™ ╩╙≤⌐⁸ √╡

╕√│ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

  ủ↓─ √╡ ╕√│ ─ ╙ ™ ╕√│

⌐≈™≡⁸ ₈ ₉⌐ủ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

    ≢ ∆╢₈ ₉│⁸ ⌐⅔↑╢⁸Ɽה♩כ 

▪ꜟⱣ▬♩ ╩ ╗ ≢∆⁹ ≢ ™╠╣╢₈  

₉ ⁸ ₁─ ⌐⅔↑╢ ≤│ ⌂╢ ≢∆  

─≢↔ ↄ∞↕™⁹  

₈ ₈ה₉ ─ ₉─ ╛⁸ √╡ ─ │⁸  

P.55 │ . 34  

ₒ ₓ     ₈ ₉⅜ 0 ─ │ ⅜ ↕╣╕∑╪⁹  

 
 

  
╕√│  

( )  

 

 

      

      

      

      

      

  ─₈ ₉⅜™╢ ⌐│⁸ ╩ ⁹  

⅜ ↄ ⅝⅝╣⌂™ │⁸ ╩ ◖Ⱨכ ⇔≡ↄ∞↕™ ⁹  

 

ₒ ─ ₓ     

 

≤⌂╢ ™∏╣⅛ ∆╢╙─⌐ủ  

ᵑ  ᵒ  

 

─  

 

ᵓ  

 

 

 

ᵔ ⁸  

ה  

∕─  

ᵕ ᵑ ᵔ─™∏╣⌐╙ ⇔  

⌂™⁸ ╩ ∫≡™╢ ─  

℮∟⁸ ⁸ ╣ ⅛  

─   

       

       

       

【一般型】 
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２．事業者内最低賃金を引き上げる計画について 

  ᵑ  

  ᵒ  

  ᵓ ⅝ →          

  ᵔ ⅝ →  

⅝ → │⁸ ─₈ ₉─₈ ₉ ⌐⅔↑╢  

₈ ╕√│ ₉─  

             ⅝ →  

             ⅝ →  

  ᵕ ⅝ → ─ ╩ ╘√  

 

 

 

 

 

ₒ ₓ  

⌐⁸ ™ ⌐⅛⅛╢ ⅛

─ ⇔╩ ∏ ⇔≡ↄ∞↕™ₒ ₓ⁹  

⅝ → ⁸₈ ⅝ → ₉  

╕√│ ⅝ → ─™∏╣⅛ ™ ⅛╠ ⅛ ─  

╕≢─ ⌐⅔™≡⁸ ╩ ╢ ≢ √⌐ ™ ╣√  

⁸₈ ₉⅜ ⅝ ⅜╢↓≤⌐⌂╢√╘⁸ ⅝ →─  

╩ √↕⌂™↓≤⌐⌂╡╕∆⁹↓─ ⁸ ─ ╩ ⅎ╢  

│ ↕╣╕∑╪⁹  

 ₈ ⅝ → ₉ ⌐ ™√∞ↄ₈ ⅝ →  

₉⌐⅔™≡⁸₈ ─ ⅛╠ ⇔≡ ⅛ ─ ₉⅛╠₈  

⅝ → ₉ ╕≢─ ─₈ ₉ β ─ ╩↔ ™√  

∞⅝╕∆⁹↓─ ⌐⁸™∏╣⅛─ ⌐ ⇔≡₈ ₉⅜ ╦╣√ ⁸√≤  

ⅎ ⅝ →╩ ⇔√≤⇔≡╙⁸ ⌐⁸ ⅝ →─  

≤⌂╡⁸ ─ ╩ ⅎ╢ ⅜ ↕╣╕∑╪⁹  

β₈ ₉≤│⁸ ─ ╩ ⇔╕∆⁹  

∕─ ╛╗╩ ⌂™ ─√╘⌐ ─ ⅜ ≤⌂∫√ ⁸╕

√│⁸ ─ ╘⌐ ∆═⅝ ⌐ ≠™≡ ⇔√ ╩ ⅝╕∆⁹↓─ ╙⁸∕

─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

∕─ ─ ⌐╟╢↓≤⌂ↄ ╩ ↑≡ ⅜ ⇔√ ⁸╕√│⁸ ≤⇔≡

─ ⌐╟╡ ╩ ∆╢ ─ ╩ ∫√ ⌐⅔™≡⁸ ⅜↓╣

⌐ ∂√  

⅜ ∆╢™∏╣⅛─ ─₈ √╡ ₉╩ ⅝ →√  

─ ╕√│ ─ ∕─ ╛╗╩ ⌂™ ─√╘

⌐ ─ ⌂ ⅜ ≤⌂∫√ ⁸╕√│⁸ ─ ∕─ ─

⌐╟╢ ╩ ↄ⁹ ╩ ≤∆╢ ─ ╩ ℮↓≤⌐╟╡⁸ ⅜

∆╢™∏╣⅛─ ⌐≈™≡⁸ ╟╡╙ ╩ ⅝ →√  
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ה  

賃金台帳に「時間給」の記載がなく、「時間換算額」を算出する場合の算出根拠表【月給制のケース】 

 ─₈ ₉⅜™╢ ⌐│⁸₈ ─ ₉ ⌐≈™≡⁸₈ ₉ ─ ≤⇔≡ ─ ⌐ ─ 

℮ⅎ⁸₈ ₉⅔╟┘ ⌐ ⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ β │ . 37  

 ∆╢₈ ─ ₉↔≤⌐⁸ ─ ™ ─╙─ ╩⁸∕╣∙╣ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

     ₈ ₉ ─ │⁸o₈ ₈ ₉ ─ ─ ⅛ ─ ₉×₈ √╡─ ₉÷ ⅛ ₓ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

 

 

 

╩ 

∆ 

╢  

 

≤⌂╢  ≢⌂™   

╛  

─  

─  

 

 

( ) 

 

   

ה  

∕─  

(  ה (

 ה

 

    ₒ ₓ 

↓─ ╩₈  

₉─₈  

╕√│  

₉ ⌐  

─  

( ─ ∆

═≡ ⇔⁸

╩ ) 
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─ ה                  

β ─ │ ⌐≈™≡  

₈ ─ ╡ ╖₉⌐ ∆╢  

 ₈ ─ ╡ ╖₉≤⇔≡ 100 ─ │⁸100 ×

┼─ ⅝ →╩ ∆╢ ⌐│⁸ ─ ⌐ ─℮ⅎ⁸ ╩ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 ╕√⁸₈ ─ ╡ ╖₉╩ ∆╢ ≢№╢ ─ ה ⅛╠⁸₈

₉─ ה ╩ ↑⁸ ≤⇔≡ ∏ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

╩ ∆╢ ה

 

 ╩ ∆

╢  

 

─  

ה  

ה ─  

ה ⁸  

ה ─  

ה ™ ╩ 

╗↓≤─   

 

─₈ ₉─

⅜⁸ ─

│

≡ ─ ⌐≈⌂⅜╢

↓≤─  

 

⌐ ≤∆╢ ─  

⌐ủ⁸ 

  

     ⱨ□Ⱶꜞכ  

   ∕─  

     

  

⌐ ≤∆╢ ─ ⌂

 

⌐ủ⁸ 

 

     Ᵽ☻  

      

╩ ⇔√™ ⌐│⁸ ⌐ ╩ ⇔≡™╢ ─ⱷכ◌כ ה ╩ ∆╢≤≤╙

⌐⁸ ─ №╢™│◌♃꜡◓ ╩ ∆╢↓≤ ╩ ↑√ ⁸ ∆╢ ╩

⇔╟℮≤∆╢ │⁸ ∏ ⌐ ⌐↔ ↄ∞↕™⁹ ⌂ↄ ≤

⌂╢ ╩ ⇔√ ⌐│⁸ ≤⌂╡╕∆⁹  

■メーカー名：          ■車の種類：          

■車名：             ■排気量：            

【一般型】 

■新車・中古車の別 

(™∏╣⅛ ⌐ủ)  

新車／中古車 
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⅜  

 

 

₈ ₉  

 

  

(β)    

                            

  

  

ⱷכꜟ▪♪꜠☻  

β │⁸ ╛ ≢╙ ⁹ 

 

─

│  

 

 

 

 

 

─ ⌐⅔↑╢ ─ ─ ⌐

─ ⅜ ∆╢  

─ ⌐⅔™≡⁸ ╠ ╩ ≢⅝⌂™ ─ ╛⁸ ⅜ ™≡ ↑

╢ ⌐ ╩ ℮ ─ ⅜ ⇔⁸ ─ ⌐ ╩ ∂╢ ⅜ ⇔≡™╢ ⌐

≈™≡↔ ↄ∞↕™⁹ ⌐⁸ ≢ ╩ ℮ ⅜ ⇔≡™╢ ⌐≈™≡│⁸

∏ ↄ∞↕™⁹  

 

 

 

 

 

─ ⅜₈ ₉≤⇔≡ ⅛≈ ⅜ ⅝™↓≤ 

─ ⅜⁸ ⌐ ─№∫√ ⌐⅔↑╢ ⌐ ⇔≡

╩ ⅛≈ ⌐ ∆╢↓≤⌐≈⌂⅜╡⁸ ─◖Ⱶꜙ♬♥▫─ ⌐ ⅜ ⅝™↓≤

⌂≥⌐≈™≡↔ ↄ∞↕™⁹  
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（様式 1）記載の例および記載する内容の説明です。 

 

 ⌐╟╢ ─  

 
29 13  

 

   

 

             XXX XXXX 

                ủủ ủủ ủủ ủ-ủ-ủ ẽẽⱦꜟ  

                ủủ 

           ─ ה     

               XX- XXXX- XXXX 

 

 

⌐ ╢  

 

  ─ ╩ ↑√™─

≢⁸ ─ ╩ ⅎ≡ ⇔╕∆⁹ 

 ─ │ ≢№╡⁸⅛≈⁸ │⁸ ─ ╩

↑╢ ≤⇔≡⁸ ⌐ ╘╢₈ ─ ╩ ↑╢ ≤⇔≡

⌂ ₉─™∏╣⌐╙ ⇔╕∑╪⁹↓─ ⅜ ≢№╡⁸╕√│↓─ ⌐ ⇔√↓≤

⌐╟╡⁸ ⅜ ╩ ╢↓≤⌐⌂∫≡╙⁸ │ ⇔ ≡╕∑╪⁹ 

╕√⁸ ⌐№√∫≡│⁸ ⌐ ↕╣√₈ ₉ P.3 4 ╩ ⇔⁸∕─

╩ ⌐ ⇔≡™╕∆⁹ 

 

ה  

ה  

ה ⌐ ≠⅝⁸ ─ ⅜ ⇔╕∆⁹ 

ה ≢⅔ ⅛╡⇔⁸ ⌐ ⇔╕∆⁹ 

  ∕─  

 

ợ ─  

ה ⅔╟┘  

ה ╕√│  

 

ợ ─  

ה ─ ⁸ ⁸ ה ╕√│

╕√│   

【一般型】 

╩ ⅜ ∆╢ ╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

⌂↑╣┌ ─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⁹ 
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（様式２）記載の例および記載する内容の説明です。 

 

経営計画書 

名 称： ủủ 

─  

（ふりがな） 

名称（商号または屋号） 

⅛┬⇔⅝⅜™⇔╚ủủ 

ủủ 

法人番号（13桁）※１ 1234567890123 

主たる業種※２ 
業種番号 

（2桁 or3桁） 
 業種名称  

常時使用する 

従業員数※３ 
 

∆╢ ⅜™⌂↑╣┌⁸₈ ₉≤ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⅜ ─ ╩ ⅎ╢ │ ≢⅝╕∑╪⁹ 

資本金額 

（個人事業者なら記載不要） 
 創業・設立年月（和暦）  

連絡

担当

者 

（ふりがな） 

氏名 

∂∙ↄ⅛ √╤℮ 

  
役職  

住所 
ₔ123 4567  

ủủ ủủ ủủ ủ-ủ-ủ ẽẽⱦꜟ  

電話番号 XX- XXXX- XXXX    携帯電話番号 XXX- XXXX- XXXX 

FAX番号 XX- XXXX- XXXX E-mailアドレス XXXXX@XXX.ne.jp 

ה ⅛╠─ ─ ╛ ─ ─ ꜟכⱷה │⁸ ≡₈ ₉ 

─ │⁸ ⁸ ─ ≡⌐ ™╕∆⁹ ─ ╛ ─ ─ ⌐

≈™≡⁸ ╩╙∫≡ ≢⅝╢ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ╕√│ │ ∏ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹FAX ה

E- mail ▪♪꜠☻╙ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

β  ─ │⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ │₈⌂⇔₉≤ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ⱴ▬♫fiⱣכ 12

│ ⇔⌂™≢ↄ∞↕™⁹ 

β  . 67 ─₈ ₉⌐ ≠™≡⁸ √╢ ─ ⁸ ╩↔ ↄ∞↕™⁹（₈ ₉

⌐小分類（３桁）が記載されている業種については３桁まで番号を記入し、業種名称をご記入ください。） 

β  . 3 9─ ᵓ─ ∆╢ ─ ⅎ ╩↔ ─℮ⅎ⁸↔ ↄ∞↕™⁹⌂⅔⁸ ∆╢

⌐ ╘╢⅛ ⅛─ ⌐ ∫√ │⁸ ─ ⌐↔ ™√∞↑╕∆⁹ 

⅜ . 3 8 ─₈ ─ ₉╩ √∆ ─╖ ≢⅝╕∆⁹  

 

β ≡─ ₒ ₓ 

↓╣╕≢⌐ ⇔√₈ ₉─ ⌐ ∆╢ 28

╩ ↄ │⁸ ⌐⁸ ∆╢ ⌐ ⇔√ ─ ⇔─ ⅜

≢∆  注：共同申請により採択・交付決定を受けて補助事業を実施した「参画事業者」も含みます。 

⁸ ─ ה

╩ ↑⁸ ╩ ⇔√ ⅛ ⅛ 

ẽ  

 ≢№╢ 

ἧ  

≢⌂™ 

⁸ ─ ה

╩ ↑⁸ ╩ ⇔√ ⅛ ⅛ 

ẽ  

≢№╢ 

ἧ  

≢⌂™ 

⁸ ─ ה ẽ  ἧ  

【一般型】 
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╩ ↑⁸ ╩ ⇔√ ⅛ ⅛ ≢№╢ ≢⌂™ 

─™∏╣⅛─ ─ ─╖  

∕╣∙╣ ∆╢ ─ ≢─ ⁸ ⁸ ╩ ⇔√ ≢⁸

─ ≤─ ™╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ⌐╟╢ │⁸ ╩ ─↓≤  

 

 

 

 

 

β ≡─ ₒ ₓ ⌐ ∆╢ │⁸ ≢⅝╕∑╪⁹  

≤⇔≡ ╡ ╗╙─⅜⁸ ⌐

∆╢⅛ ⅛ 

ẽ ∆ 

 ╢ 

ἧ該当し 

ない 

 

β ─╖ₒ ₓ ╖⌂⇔ ⌐ ∆╢ │⁸ ≢⅝╕∑╪⁹  

╖⌂⇔ .6 9₈ ₉ ⌐ ∆╢⅛ ⅛ ẽ ∆ 

 ╢ 

ἧ該当し 

ない 

 

1. 企業概要 

60 ủủ ─ ủ ™─ ⁹ │ 60⁹ 

6 11:00 23:00  

2 ⁸ 2 3 ⅜◦ⱨ♩  

 ─ ⅝™  ─ ⅝™  

1  ╦╡  ủ  ⱦכꜟ ủ  

2  ╕←╤  ủ  ⌐⅞╡ ủ  

3  ⌐⅞╡ ủ  ⌐⅞╡ ủ  

4  ⱦכꜟ ủ  ╦╡  ủ  

5  ⌐⅞╡ ủ  ╕←╤  ủ  

─ 6 │⁸ ⌐ ∆╢ ─ ⅜ ╣╢ꜝfi♅ 900 ⁸

╡─ 4 ─℮∟ 2 ⅜ 6 ⌐╟╢ ⁸ ╡ 2 ⅜ 5 ─ ⌐

╟╢ ⁹ 

β≥─╟℮⌂ ╩☻ⱦכ◘╛ ⇔≡™╢⅛⅔ ⅝ↄ∞↕™⁹╕√ →⅜ ™

ⱦ☻⁸כ◘ה ╩ →≡™╢ ╣∙╣⧵╩☻ⱦכ◘ה ⌐⅔ ⅝ↄ∞↕™⁹ 
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2. 顧客ニーズと市場の動向 

─ꜝfi♅│⁸ ⱷfiכꜝ⅜ 1 600 ⁸ⱨ□Ⱶ꜠☻ 1

800 ─╖⁹12 13 ─ │ ≢ ╙≢⅝╢ 12 ⌐│ 10 ╩

ⅎ╢ ⁹ 

ה ⌐≈™≡│⁸ ™≤─ ╩ꜟכ◖ꜟ▪⁸ ╕⌂™ ─⅔ ⅜ 7

8 ╩ ╘╢⁹ ⁸ ─⅔ │⁸ 10 ⌐│ 50 ╒≥™√⅜⁸ ≢

⅜ ╖⁸ ≢│ 10 ╕≢ ⁹ 

≢│⁸ ∞↑╩ ∆╢⅔ ⅜ ⁸ → ה ⅝ ─ⱷ♬ꜙכ

╩ ∆╢⅔ ⅜ ⁹ 

╕√⁸ 27 3 ⌐ 2km fiכ▼♅⌐ ─₈ ₉⅜ ⇔≡ ⁸ ⅜

2 ⇔√⁹ 

β⅔ ⁸ ⅜ ╘≡™╢ ╕ⱦ☻⅜≥─╟℮⌂╙─⅛⁸כ◘ה

√ ─ ∆╢ ⱦ☻⌐≈™≡⁸כ◘ה ─ ╛ ≤∆╢ ─

⌂≥ →╩ ∆╢ ⌐≈™≡⁸ ⅛╠ ─ ⇔╩ ╘⅔ ⅝ↄ∞↕™⁹ 
 

3. 自社や自社の提供する商品・サービスの強み 

│⁸ 10km ─ ⌐⅔↑╢ 4 ≤ ╩ ╪≢⅔╡⁸∕─ ─ ⌐ ╣

√≡─ ─ ™Ⱡ♃╩ ה ≤⇔≡ ⇔≡™╢⁹∕─ ה ⌐≈™≡│ ⅜

ↄ⁸ 25 ⌐│ ủủ⌐₈ủủ ─ 100 ₉≤⇔≡ ╡ →╠╣√↓≤╙№╢⁹ 

⇔√ ≤ ∆╢≤⁸ │ 2 ↄ ™⅜⁸∕╣│ ה

╩⅔ ⅜ ↕╣≡™╢↓≤╩ ⇔≡™╢⁹ 

β ╛ ─ ⅜☻ⱦכ◘ה ⌐ ═≡ ╣≡™╢≤ ╦╣╢ ⁸ ⌐ ↕

╣≡™╢ ╩⅔ ⅝ↄ∞↕™⁹ 
 

4. 経営方針・目標と今後のプラン 

─ → ⌐ ↑⌂™ ╩ ∆≤≤╙⌐⁸ ─⅔ ⅛╠™√∞™≡™╢

™ ⌐ ╪∂╢↓≤⌂ↄ⁸ ─ ─⅔™⇔↕╩ ≢╙ ↄ─ ⌐ ⅎ√™⁹

∕─√╘⌐⁸ ─ ╩ ∆╢⁹ 

⅔ ⅛╠ ה ⌐≈™≡ ↄ ™√∞™≡™╢↓≤╩ ⇔⁸ꜝfi♅⌐≈™≡│

╩ 100 ∏≈ ⅝ →╢⁹ 

╩ ↕∑╢√╘⁸♦ꜞⱣꜞכ╩ ∆╢⁹ ⅛╠─ ─ │ ⇔≡

™╢╙──⁸Ᵽ▬◒⌐╟╢ 20 ─ ⌐│ ↄ─ ⅜ ⇔⁸ ⌐ ⅜

ↄ ∆╢ ⅜ ™√╘⁸ ⅜ ↕╣╢⁹ 

╕∏⁸ 5 ⌐ ⱷ♬ꜙכ╩ ה ∆╢⁹6 ⌐ⱦꜝ╩ 10km ─ ⌐

ⱳ☻♥▫fi◓∆╢⁹∕⇔≡⁸7 ⅛╠♦ꜞⱣꜞכ◘כⱦ☻╩ ∆╢⁹ 

β ≢⅔ ⅝⌐⌂∫√↓≤╩ ╕ⅎ⁸ ≥─╟℮⌂ ╛ ╩⅔ ∟

⅛⁸ ⌂ ╡ ⌐⅔ ⅝ↄ∞↕™⁹╕√⁸ ה ╩ ∆╢√╘⌐≥─╟

℮⌂ⱪꜝfi ≤ ╩⅔ ∟⅛⅔ ⅝ↄ∞↕™⁹ 
 

β ─ ⌐№√∫≡│ ≤ ⇔⁸ ה ╩ ⌂⅜╠ ╘╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ 

β ≡─ ⅜ ≢∆⁹ ⅜ ╡⌂™ │ ⁸ ☺כⱭה ╩ ≢⅝╕∆⁹  



27 

 

 

（様式３－１）記載の例および記載する内容の説明です。 

補助事業計画書 

名 称： ủủ 

１．補助事業の内容 

1.補助事業で行う事業名【必須記入】（30文字以内で記入すること） 

Ᵽהכ●כ ♅♇ⱪ☻─ ה  

β ─♃▬♩ꜟ╩ ⌐⅔ ⅝ↄ∞↕™⁹ 
 

2.販路開拓等の取組内容【必須記入】 

ủ Ᵽכ●כ─ ה Ᵽ▬◒≢ 20 ─ ⅜ ⌂ ⌐ ─◦♬▪

⁸⇔≥≥♩♇◕כ♃╩ ─∆╡ ⱨꜝ▬─Ᵽכ●כ╩ ⁹♦ꜞⱣꜞכ≢ ∆╢─≢⁸

20 √∫≡╙ ⅜ ⅎ⌂™╟℮⌂╙─╩ ⇔ ∆╢⁹ ⌐№╢ⱢfiⱣכ▼♅כ●כ

fi ╟╡╙╛╛ ™ 500 ≤ ∆╢⅜⁸ủủ ⱴ♇♅fi◓ⱨ▼▪┼─ ה ┼

─ ה ┼─ⱳ☻♥▫fi◓╩ ⇔≡ ╩ ™⁸ ─ ╩

╗⁹ 

ủ ♅♇ⱪ☻─ ה ⅔≈╕╖─ ╛⅔ ⌐╙⌂╢ 80g≢ 200 ≢

≢⅝╢╟℮⌂ ╩ →√☻♫♇◒ ≢⁸ ╩ ╦∏≤╙ 1⅛ ≢⅝╢╙

─╩ ⇔ ∆╢⁹ ≢⅔ ╩ ╕╣╢ ╛↔ ⌐⅔ ╩ ∫≡ ╠╣╢ ⌐

™√∞ↄ↓≤╩ ⁹ ה ⌐ ≢ ╩ ⇔≡⁸ ─

╩ ╗⁹ 

β ≢ ╗ ⌂≥─ ⌐≈™≡⁸ ╩≥─╟℮⌂ ≢ ℮⅛⁸

⌐⅔ ⅝ↄ∞↕™⁹∕─ ⁸↓╣╕≢─ ה ─ ≤ ⌂╢ ⁸ ⇔√

⁸ ⌂≥╩ ⌐⅔ ⅝ↄ∞↕™⁹ 
 

3. 業務効率化（生産性向上）の取組内容【任意記入】 

＊公募要領 P.42に該当する取り組みを行う場合は本欄に記入します。特になければ本欄は空欄のままご提出ください。 

ủ₈ ─ ₉≤№╦∑≡⁸ √⌐ ◦☻♥ⱶ─♁ⱨ♩►▼▪╩ ⇔⁸

╩ ╗⁸ ה ─ ╩ ╢⁹ 

4.補助事業の効果【必須記入】 

Ᵽכ●כ╩♦ꜞⱣꜞכ─ ≤⇔≡ ∆╢ ⁸ ─⅔ ─ ◖Ⱶ⌐╟╢

─ ≢⁸ ⅛ 10 ─ ╩ ╢⁹ ─ │ ≤

╙╡⁸ ─ ⌐№√∫≡ √⌐ 65 ─ ╗ ⅜ ∆

╢⅜⁸ ≢ ╩ ⇔√™⁹ 

⇔™ ╡ ╖╩ ∂≡ ╩ ↕∑⁸ ─ ₁─ ™─ ≢№╢ ╩⇔∫⅛╡

≢⅝╢╟℮⌐⇔√™⁹ 

β ╩ ℮↓≤⌐╟╡⁸ →⁸ ⌂≥⌐≥─╟℮⌂ ⅜№╢⅛ ⌂ ╡

⌐⅔ ⅝ↄ∞↕™⁹∕─ ⁸ ╩ ℮↓≤⅜∕─ ⌐ ┘≈ↄ ╙ ∑≡

⅔ ⅝ↄ∞↕™⁹ 
 

β ⌐⁸₈ ₉⅔╟┘₈ ≢ ℮ ₉ ⅜ ↕╣╕∆⁹ 

β ⅜ ╡⌂™ │ ⁸ ☺כⱭה ╩ ≢⅝╕∆⁹  

【一般型】 
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２．経費明細表【必須記入】 

（単位：円） 

経費区分 内容・必要理由 経費内訳（単価×回数） 補助対象経費 

（税抜・税込） 

ᵑ 

 

 Ⱪfiכ○

ה ─√╘ 

 

243,000ה  

 

225,000  

◦☻♥ⱶ─♁

ⱨ♩►▼▪ 

ה ה ─

╩ ╢√╘ 

54,000  50,000  

ᵒ  ♅ꜝ◦  

ה ─√╘ 

500 54,000ה  

 

50,000  

DM  

ה ─√╘ 

82 ×300  

24,600  

22,778  

ᵓ 

 

ủủ ⱴ♇♅fi◓ⱨ▼

▪ ⁸  

ה ─√╘ 

54,000  

50,000  

ᵔ  ủủ ⱴ♇♅fi◓ⱨ▼

▪ ─√╘─  

ủ Ҟỏ  

╩ ⁸ 

43,200  

40,000  

ᵕ  ─∆╡  

ה ╩ ∆╢√╘

─ ─  

10,800  

10kg 10,000  

ᵖ 

 

⌐ ∆╢

╩  

7,560 ─

╩ ∏≈  
7,000  

ᵗ  ─♅ꜝ◦ ─

√╘─▪ꜟⱣ▬♩☻♃

♇ⱨ  

ⱳ☻♥▫fi◓ ─ 

20,000  

 

20,000  

ᵘ  ủủ ⱴ♇♅fi◓ⱨ▼

▪─ ꜠fi♃ꜟ  

≢ 10,800  

 
10,000  

ᵜ   

▪fi◔כ♩  

54,000  
50,000 

ᵝ  √⌐♦ꜞⱣꜞכ╩

℮√╘─ ─

 

108,000  

100,000 

（１）補助対象経費合計 634,778  

（２）補助金交付申請額   （１）×補助率 2/3以内 423,185 

β ⌐│⁸₈ᵑ ₉⅛╠₈ᵝ ₉╕≢─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

β ─ ה ⌐≈™≡│⁸ P.71 ─↓≤⁹ 

β ─ │ ⁹√∞⇔⁸₈ ─ ╩ ⅝ →╢ ╡ ╖╩ ℮ ₉⁸₈ ╩ ↕∑╢ ╡ ╖╩ ℮

₉⁸₈ ─ ╡ ╖₉⁸₈ ─ ╡ ╖₉─™∏╣⅛─ │⁸  

ה │ 

₈ ₉≢ ≢∆⁹ 

│₈ ₉⁸∕─ ─ │₈ ₉

╩ ╖⁸ ╩ ⇔╕∆⁹

─ ⌐│₈ ₉≢ ⇔╕∆⁹P.71─

ₒ ₓ ⌐≈™≡

╙№╦∑≡↔ ↄ∞↕™⁹ 

⌐ √⌂™ ╩ ∆╢ ⌐│⁸₈

₉╩⁸₈ ₉─ ─ ≤⇔≡

⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

≢∆─≢⁸ ─ ╩ ⇔≡™╕∆⁹ ⌐ ↕╣╢ │⁸ ⇔√

™ ─╖ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ╙ ─ ≈≢∆─≢⁸

─ ╛ ─ ╡⅜⌂™╟℮↔ ↄ∞↕™⁹  

─ ⌐⌂╠™⁸ ∞↑≢⌂ↄ⁸∕╣∙╣─

─ ⌐ ᵑ ᵝ ╙ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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β ⌐ ∆╢ ⌐│⁸™∏╣⅛ ≈─ẽ⌐ἧ ♅▼♇◒ ╩ ╣≡ↄ∞↕™⁹ 

│⁸ ─ │≢⅝╕∑╪ ™∏╣⅛ ≈ ⁹ 

 

  ẽ ─ ╩ ⅝ →╢ ╡ ╖╩ ℮ ⌐⁸ ⅔╟┘

─ ⅜⁸╕√⁸₈ ⅝ → ₉ ⌐⁸₈

⅝ → ₉⅔╟┘ ─ ⅜ ≢∆⁹ ─ │

P.54 ⁹  

ẽ ╩ ↕∑╢ ╡ ╖╩ ℮ ⌐⁸₈ ╩ ↕

∑╢ ╡ ╖ ₉⅔╟┘ ⇔ ─ ⅜ ≢

∆⁹ ─ │ P.58 ⁹  

  ẽ ⌐ ╡ ╗ ⌐⁸ ⅔╟┘ ─ ⅜

≢∆⁹ ─ │ P.59 ⁹  

  ẽ ─ ╡ ╖╩ ℮ ₈ ─ ₉─₈

─ ₉≤₈ ₉⌐⁸₈ ₉─ ⅜

≢∆⁹ ─ │ P.59 ⁹  

３．資金調達方法【必須記入】 

＜補助対象経費の調達一覧＞       ＜「２．補助金」相当額の手当方法＞(※３) 

区分 金額（円） 資金 

調達先 

 区分 金額（円） 資金 

調達先 

1.自己資金 11,593  2-1.自己資金 23,185   

2.持続化補助

金（※１） 

423,185   2-2.金融機関から

の借入金 

400,000  ủủ

 

3.金融機関か

らの借入金 

200,000  ủủ

 

2-3.その他 0  

4.その他 0     

5.合計額 

（※２） 

634,778    

β  │⁸ ≤ ↕∑╢↓≤⁹ 

β  │⁸ ≤ ↕∑╢↓≤⁹ 

β  ⅜ ⇔≡⅛╠─ ≤⌂╡╕∆─≢⁸∕─ ─ ─ ⌐≈™≡⁸↔ ↄ∞↕™ 

 

⅛╠ ─ ⌐≈™≡ ⅜ ™ │⁸ ⁸ ☺כⱭה ╩ ≢ 

⅝╕∆⁹  
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（様式３―２）共同申請における「２．経費明細表」「３．資金調達方法」の記入例 

（２者共同で、1,440,000円の経費を計上し、959,999 円の補助金の申請をする場合） 

 

２．経費明細表【必須記入】 

＜個別の経費明細表＞※共同申請の場合は事業者ごとに作成してください。 

【代表事業者名称：Ａ株式会社】                 （単位：円） 

経費区分 内容・必要理由 経費内訳 

（単価×回数） 

補助対象経費 

（税抜） 

ᵒ  ♅ꜝ◦ ה ∆

╢  

@30×30,000 900,000  

ᵗ  ♅ꜝ◦ⱳ☻♥▫fi◓ 70,000 ×  280,000 

補助対象経費小計額 1,180,000  

β ⌐│⁸₈ᵑ ₉⅛╠₈ᵝ ₉╕≢─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

【参画事業者名称：有限会社Ｂ】                              （単位：円） 

経費区分 内容・必要理由 経費内訳 

（単価×回数） 

補助対象経費 

（税抜） 

ᵒ  ─ⱱכⱶⱭ

☺כ  

260,000   260,000 

補助対象経費小計額 260,000  

β ─ ≢№╣┌⁸ ⁸ ─ ╩ ⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

β ⌐│⁸₈ᵑ ₉⅛╠₈ᵝ ₉╕≢─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

＜経費明細総括表＞                       （単位：円） 

事業者名 補助対象経費小計額 補助金交付申請額 

代表事業者名称： 

Ａ株式会社 

1,180,000 786,666 

参画事業者名称（１者

目）：有限会社Ｂ 

260,000 173,333 

合 計 1,440,000 959,999 

β ─ ≢№╣┌⁸ ⁸ ─ ╩ ╛⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

β ─ ─ ≤ ∆╢╟℮⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

β ─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

β ─ │⁸ ─ ─ ≡ ≢∆⁹ 

β ⌐ ∆╢ ─ │⁸ ─ ╩ ─℮ⅎ⁸ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ᵑ₈ ─ ╩ ⅝ →╢ ╡ ╖╩ ℮ ₉⁸₈ ╩ ↕∑╢ ╡ ╖╩ ℮ ₉⁸₈ ─  

╡ ╖₉⁸₈ ─ ╡ ╖₉─™∏╣⅛─ │⁸ ⁹ 

  ᵒ ─ ⌐╟╢ ─ │⁸ ×  

  ᵓ ─ ⌐╟╢ ─ ≢₈ ─ ╩ ⅝ →╢ ╡ ╖╩ ℮ ₉⁸₈ ╩ ↕∑╢ ╡

╖╩ ℮ ₉⌐ ∆╢ ⅜™╢  

   × ─ ╡ ╖⌐ ⇔⌂™  

× ─™∏╣⅛─ ╡ ╖⌐ ∆╢  
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ᵔ₈ ─ ╡ ╖₉⁸₈ ─ ╡ ╖₉─™∏╣⅛⌐ ∆╢ ─ ⌐╟╢ ─

│⁸ ×  

β ─ ─ ⅜⁸ ─ ╩ ⅎ╢ ⁸ ─ │⁸ ≡─

─ ⅜ ∂⌐⌂╢╟℮⌐⁸ ─ ⌐ ∂≡⁸ ⇔≡ ⇔╕∆⁹ 

 

β ⌐ ∆╢ ⌐│⁸™∏╣⅛ ≈─ẽ⌐ἧ ♅▼♇◒ ╩ ╣≡ↄ∞↕™⁹ 

│⁸ │⁸ ─ │≢⅝╕∑╪ ™∏╣⅛ ≈ ⁹ 

 

  ẽ ─℮∟ ⅜₈ ─ ╩ ⅝ →╢ ╡ ╖╩ ℮

₉⌐ ⁹ ⌐⁸ ⅔╟┘ ─ ⅜⁸╕√⁸₈

⅝ → ₉ ⌐⁸₈ ⅝ → ₉⅔╟┘

─ ⅜ ≢∆⁹ ─ │ P.54 ⁹  

ẽ ─℮∟ ⅜₈ ╩ ↕∑╢ ╡ ╖╩ ℮ ₉⌐

⁹ ⌐⁸₈ ╩ ↕∑╢ ╡ ╖ ₉⅔╟┘

⇔ ─ ⅜ ≢∆⁹ ─ │ P.58 ⁹  

  ẽ ⌐ ╡ ╗ ⌐⁸ ⅔╟┘ ─ ⅜

≢∆⁹ ─ │ P.59 ⁹  

  ẽ ─ ╡ ╖╩ ℮ ₈ ─ ₉─₈

─ ₉≤₈ ₉⌐⁸₈ ₉─ ⅜

≢∆⁹ ─ │ P.59 ⁹  
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３．資金調達方法【必須記入】 

【代表事業者名称：Ａ株式会社】 

＜補助対象経費の調達一覧＞         ＜「２．補助金」相当額の手当方法＞(※３) 

区分 金額（円） 資金 

調達先 

 区分 金額（円） 資金 

調達先 

1.自己資金 393,334  2-1.自己資金 786,666  

2.持続化補助

金（※１） 

786,666  2-2.金融機関

からの借入金 

0  

3.金融機関か

らの借入金 

0  2-3.その他 0  

4.その他 0     

5.合計額 

（※２） 

1,180,000   

 

【参画事業者名称（１者目）：有限会社Ｂ】 

＜補助対象経費の調達一覧＞       ＜２．補助金相当額の手当方法＞(※３) 

区分 金額（円） 資金 

調達先 

 区分 金額（円） 資金 

調達先 

1.自己資金 0  2-1.自己資金 0  

2.持続化補助

金（※１） 

173,333  2-2.金融機関

からの借入金 

173,333 ủủ

 

3.金融機関か

らの借入金 

86,667 ủủ

 

2-3.その他 0  

4.その他 0     

5.合計額 

（※２） 

260,000   

β  │⁸ ₈ ₉≤ ↕∑╢↓≤⁹ 

β  │⁸ ₈ ₉≤ ↕∑╢↓≤⁹ 

β  ⅜ ⇔≡⅛╠─ ≤⌂╡╕∆─≢⁸∕─ ─ ─ ⌐≈™≡⁸↔ ↄ∞↕™⁹ 

β  ─ │ ↔≤⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ─ ≢№╣┌⁸ ⁸ ─ ╩ ╛

⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

⅛╠ ─ ⌐≈™≡ ⅜ ™ │⁸ ⁸ ☺כⱭה ╩ ≢⅝

╕∆⁹  
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（様式５）記載の例および記載する内容の説明です。 

ה  

29 13  

 

   

 

 ₔXXX- XXXX 

   ủủ ủủ ủủ ủ-ủ ẽẽⱦꜟ  

   ủủ 

─ ה       

β ─ │ ≢ ─ ╛ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ 

 

 

 

 

 ─ ⌐ ≠⅝⁸

─ ⌐≈™≡⁸ ─≤⅔╡ ⇔╕∆⁹ 

⁸ ⁸ ─╖ ╣⌂ↄ↔ ↄ∞↕™ 

 

 

─ ⅔╟┘  

ה    ─≤⅔╡ 

 

─ ⅔╟┘ ≢ 29 12 31 ╕≢  

    

 

 

ה    ─≤⅔╡ 

 

 

ה    ─≤⅔╡ 

 

⌐ ⇔≡ ∏╢ ⌐ ∆╢ ∆╢╙─⌐ủ  

    №╡  ⌂⇔ 

 

₈№╡₉─ │ ⌐ ╩↔ ↄ∞↕™⁹ │ . 72 ⁹  

  ╩ ∫≡ ⇔√ ≢ ⇔√ ─ ⌐╟╢  

 

─ ⌐ ∆╢ ∆╢╙─ ≈⌐ủ  

        

─ ⌐╟∫≡⁸ ─ ⅜ ⌂╡╕∆⁹ │ . 71 ⁹  

⌐╟╢ ─ ⌐│⁸ ≤⌂╡╕∆─≢⁸ ≢∆⁹ │ . 71 ⁹   

【一般型】 ⅜↓─ ╩

∆╢ ╩↔

ↄ∞↕™⁹ 

P.72₈ ⌐≈™≡₉╩ ─℮ⅎ⁸

╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

≤⇔≡ ╡ ╖√™ ─ ⌐⁸ P.72₈

⌐≈™≡₉─ ⌐╟╡ ⅜ ∂

╢ Ҝ ∆═⅝ ⅛╠ ∆╢ ─☻כ◔ ⌐

∆╢╟℮⌂ ≢№╣┌⁸₈№╡₉⌐ủ╩≈↑⁸ ╩

⇔╕∆⁹ ⌂™ ⌐│₈⌂⇔₉⌐ủ╩≈↑╕∆⁹  

₈№╡₉⌐ủ⅜≈ↄ ╡ ╖╩ ⇔√ ⌐│⁸

⌐ ∆╢ ╩ ⇔√╙─≤⌂╡⁸ ⅜ ↕╣

╢↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

⌂↑╣┌ ─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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（様式６）記載の例および記載する内容の説明です。 

 

29 13  

   

 

    ủủ ủủ ủủ ủ-ủ ẽẽⱦꜟ  

                     ủủ     

                 ─ ה      

─ ⅝ →  

１．支払賃金の状況について 

  ủ ─ ⅛ ─ ⌐⁸ ™ ⅜ ≢╙№╢ ⌐≈™≡⁸

₈ ₉≤₈ ─ ₉─™∏╣⅛─ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

    ╣ ⅛ ─ │ ⇔⌂™≢ↄ∞↕™⁹  

  ủ₈ ₉⌐≈™≡│⁸∕╣∙╣⁸ ─ ™ ╩╙≤⌐⁸ √╡

╕√│ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

  ủ↓─ √╡ ╕√│ ─ ╙ ™ ╕√│

⌐≈™≡⁸ ₈ ₉⌐ủ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

    ≢ ∆╢₈ ₉│⁸ ⌐⅔↑╢⁸Ɽה♩כ 

▪ꜟⱣ▬♩ ╩ ╗ ≢∆⁹ ≢ ™╠╣╢₈  

₉ ⁸ ₁─ ⌐⅔↑╢ ≤│ ⌂╢ ≢∆  

─≢↔ ↄ∞↕™⁹  

₈ ₈ה₉ ─ ₉─ ╛⁸ √╡ ─ │⁸  

P.55 │ P.34  

ₒ ₓ    ₈ ₉⅜ 0 ─ │ ⅜ ↕╣╕∑╪⁹  

 
 

  
╕√│  

( )  

 

 

ủ    S40.10.1 H5.10.1    2,075  

ẽ    S55.7.31 H15.4.1    1,258  

ỏ    H4.5.1 H26.4.1 800 ủ 

  ─₈ ₉⅜™╢ ⌐│⁸ ╩ ⁹  

⅜ ↄ ⅝⅝╣⌂™ │⁸ ╩ ◖Ⱨכ ⇔≡ↄ∞↕™ ⁹  

 

ₒ ─ ₓ    

 

≤⌂╢ ™∏╣⅛ ∆╢╙─⌐ủ  

ᵑ  ᵒ  

 

─  

 

ᵓ  

 

 

 

ᵔ ⁸  

ה  

∕─  

ᵕ ᵑ ᵔ─™∏╣⌐╙ ⇔  

⌂™⁸ ╩ ∫≡™╢ ─  

℮∟⁸ ⁸ ╣ ⅛  

─   

 ủ      

ộ       ủ H28.8.1 

【一般型】 

↓─ ⅜₈ ⅛ ⅛╠─ ₉─◌►fi♩

≤⌂╡╕∆⁹ ↓─ │⁸₈ 28 7 14 ₉

⅛╠─ ⅜₈ ₉≤⌂╡╕∆  

⁹ 

 

↓─ ≢│⁸ 

 ─ ủ ⁸ẽ  

 ─Ɽכ♩ ỏ  ─ ≢∆⁹ 

╟∫≡⁸ ⌐

∆╢ │⁸ ─ 2 ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

╕√⁸ ─₈ ₉⅔╟┘ 

⅛ ─ ₈ộ ₉─

│⁸ ─ ⌐ ⅜№╢

╙──⁸o ─ ₓ⌐ ∆╢⁸≤™℮

≢∆⁹ 

 

₈ ╕√│ ₉─ ╙ ™  

⌐ủ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ∆╢

│⁸ ∆╢ ∆═≡⌐ủ╩  

⁹ 
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２．事業者内最低賃金を引き上げる計画について 

  ᵑ     

  ᵒ      

  ᵓ ⅝ →    

  ᵔ ⅝ →  

⅝ → │⁸ ─₈ ₉─₈ ₉ ⌐⅔↑╢  

₈ ╕√│ ₉─  

    ỏ      ⅝ →  40  

   

  ᵕ ⅝ → ─ ╩ ╘√  

ₒ ─ ⌐ ─ ─ ₓ 

   

 

10  ⌐⅔↑╢ ╙ ™ │⁸ │  

840 ≤∆╢⁹√∞⇔⁸ ⌐ ≠ↄ ─  

─ ╩ ↑√╙─╩ ↄ⁹  

 ─ ⌐│⁸ ⌐ ╘╢ ╩  

 ⇔⌂™⁹╕√⁸ ─ │⁸  

 ─ ╘╢≤↓╤⌐╟╢⁹  

 

 

  ↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹  

ΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊΊ  

ₒ ⁸ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢ ─ ₓ  

  ⌐ ∆╢  

 ⌐⅔↑╢ ╙ ™ │⁸ │ 840  

≤∆╢⁹√∞⇔⁸ ⌐ ≠ↄ ─ ─  

╩ ↑√╙─╩ ↄ⁹  

 ─ ⌐│⁸ ⌐ ╘╢ ╩  

  ⇔⌂™⁹╕√⁸ ─ │⁸  

 ─ ╘╢≤↓╤⌐╟╢⁹  

 

 ↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹  

 

ₒ ₓ  

⌐⁸ ™ ⌐⅛⅛╢ ⅛

─ ⇔╩ ∏ ⇔≡ↄ∞↕™ₒ ₓ⁹  

⅝ → ⁸₈ ⅝ → ₉  

╕√│ ⅝ → ─™∏╣⅛ ™ ⅛╠ ⅛ ─  

╕≢─ ⌐⅔™≡⁸ ╩ ╢ ≢ √⌐ ™ ╣√  

⁸₈ ₉⅜ ⅝ ⅜╢↓≤⌐⌂╢√╘⁸ ⅝ →─  

╩ √↕⌂™↓≤⌐⌂╡╕∆⁹↓─ ⁸ ─ ╩ ⅎ╢  

⅝ → ─ ╩ ≢

∆╢↓≤⅜⁸ ⅝ → ─ ≈≢∆⁹ 

₈ ⅝ → ₉ ⌐

╖─ ╩ ⇔≡™√∞⅝╕∆⁹ ≢

│ ─ │ ≢∆⅜⁸ ╕√│

∆╢ ─ ╩ ∏ ⇔≡ↄ∞↕

™⁹ ↓↓≢│⁸ ─ ┼─ ⁸ √⌂ ─

─ Ɽ♃כfi─ ╩ ⇔≡™╕∆  

 

 

 

₈ ╕√│ ₉─ ╙ ™  

⌐ủ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ∆╢ │⁸

∆╢ ∆═≡⌐ủ╩  
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│ ↕╣╕∑╪⁹  

 ₈ ⅝ → ₉ ⌐ ™√∞ↄ₈ ⅝ →  

₉⌐⅔™≡⁸₈ ─ ⅛╠ ⇔≡ ⅛ ─ ₉⅛╠₈  

⅝ → ₉ ╕≢─ ─₈ ₉ β ─ ╩↔ ™√  

∞⅝╕∆⁹↓─ ⌐⁸™∏╣⅛─ ⌐ ⇔≡₈ ₉⅜ ╦╣√ ⁸√≤  

ⅎ ⅝ →╩ ⇔√≤⇔≡╙⁸ ⌐⁸ ⅝ →─  

≤⌂╡⁸ ─ ╩ ⅎ╢ ⅜ ↕╣╕∑╪⁹  

β₈ ₉≤│⁸ ─ ╩ ⇔╕∆⁹  

∕─ ╛╗╩ ⌂™ ─√╘⌐ ─ ⅜ ≤⌂∫√ ⁸╕

√│⁸ ─ ╘⌐ ∆═⅝ ⌐ ≠™≡ ⇔√ ╩ ⅝╕∆⁹↓─ ╙⁸∕

─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

∕─ ─ ⌐╟╢↓≤⌂ↄ ╩ ↑≡ ⅜ ⇔√ ⁸╕√│⁸ ≤⇔≡

─ ⌐╟╡ ╩ ∆╢ ─ ╩ ∫√ ⌐⅔™≡⁸ ⅜↓╣

⌐ ∂√  

⅜ ∆╢™∏╣⅛─ ─₈ √╡ ₉╩ ⅝ →√  

─ ╕√│ ─ ∕─ ╛╗╩ ⌂™ ─√╘

⌐ ─ ⌂ ⅜ ≤⌂∫√ ⁸╕√│⁸ ─ ∕─ ─

⌐╟╢ ╩ ↄ⁹ ╩ ≤∆╢ ─ ╩ ℮↓≤⌐╟╡⁸ ⅜

∆╢™∏╣⅛─ ⌐≈™≡⁸ ╟╡╙ ╩ ⅝ →√  
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（様式６・別紙）記載の例および記載する内容の説明です。 

ה  

賃金台帳に「時間給」の記載がなく、「時間換算額」を算出する場合の算出根拠表【月給制のケース】 

 ─₈ ₉⅜™╢ ⌐│⁸₈ ─ ₉ ⌐≈™≡⁸₈ ₉ ─ ≤⇔≡ ─ ⌐ ─ 

℮ⅎ⁸₈ ₉⅔╟┘ ⌐ ⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 ∆╢₈ ─ ₉↔≤⌐⁸ ─ ™ ─╙─ ╩⁸∕╣∙╣ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

     ₈ ₉ ─ │⁸o₈ ₈ ₉ ─ ─ ⅛ ─ ₉×₈ √╡─ ₉÷ ⅛ ₓ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

 

 

 

╩ 

∆ 

╢  

 

≤⌂╢  ≢⌂™   

╛  

─  

─  

 

 

( ) 

 

   

ה

∕─  

(  ה (

 ה

 

    ₒ ₓ 

↓─ ╩₈  

₉─₈  

╕√│  

₉ ⌐  

─  

( ─ ∆

═≡ ⇔⁸

╩ ) 

  

 

 

 

 

   

ủ  

S40.10.1 

H5.10.1 

12   300,000 30,000 330,000 0 15,000 15,000 5,000 35,000 365,000 159 2,075 

ẽ  

S55.7.31 

H15.4.1 

12   200,000 0 200,000 100,000 10,000 0 5,000 115,000 315,000 159 1,258 

 

 

 

             

 

 

 

             

─ ⌐⁸ ⌐ ≢ ╦╣≡™╢

─ ⌐ ↕╣≡™╢

╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

₈ ₉≢│⌂ↄ

₈ ≤⌂╢

─ ₉ ─ ╩ ™

≡─ ≢∆⁹↔ ↄ∞

↕™⁹ 

─ ⌐

⅔↑╢₈ ₉

─

≤ ⇔≡™╢↓≤

╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

↓─₈ ₉─ ⁸≥∆≢☻כ◔─ ⅜ 29 1 13 ≢∆─≢⁸

⅛ 28 7 14 29 1 13 ─ ≢₈

₉╩ ∆╢↓≤⌐⌂╡╕∆  

↓↓≢│⁸₈ ⅛ ─ 119 ⁸ ─ ₉ 

≤ ⇔≡™╕∆ Ҝ₈119× ÷ ԇ159₉⌐╟╡₈159 ₉╩  

≤⌂╢ ≤ ⇔≡™╕∆ 119×  
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Ⅱ．本事業について 

 

１．事業の目的 

 

 ╦⅜ ─ ─╒≤╪≥│ ⅜ ⇔≡™╢↓≤⅛╠⁸ ⌐Ⱡ♇♩꞉כ

◒╩ ∟⁸ ⌐ ⇔≡™╢ ╩ ⇔⌂⅜╠⁸ ╛ ⌂≥⌐╟╢ ─

─ ⌐ ∂√ ⌂ ⌐ ↑√ ╡ ╖╩ ⇔⁸ ─ ≤⌂╢

─ ╩ ╡╕∆⁹ 

 │⁸ ⌂ ⌐ ↑√ ⌐ ≠ↄ⁸ ─ ⌂

─ ╡ ╖ √⌂ ┼─ ⌐ ↑√ ╡ ─ ╛ √⌂ ─ ⌐

↑√ ─ ה ╛⁸ ⌂ ≤№╦∑≡ ℮

─ ╡ ╖╩ ∆╢√╘⁸∕╣⌐ ∆╢ ─ ╩ ∆╢╙─≢∆⁹ 

 

２．補助対象者 

 

 ─ │⁸ ─ ⅛╠ ⌐ →╢ ╩™∏╣╙ √∆ ⌐

∆╢ ╕√│ ─ ≢№╢↓≤≤⇔╕∆⁹ 

 

（１）製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者（会社および個人

事業主）であり、常時使用する従業員の数が２０人以下（卸売業、小売業、サービス業

（宿泊業・娯楽業は除く）に属する事業を主たる事業として営む者については５人以下）

の事業者であること。 

    β ⌐ ∆╣┌⁸ │ ™╕∑╪⁹ 

β ─ ≤⌂╢ ─ │⁸ ┘ ⌐╟╢

─ ⌐ ∆╢ ≤ ≢∆⁹ 

 

 ─  

ה  ∆╢ ─    

☻ⱦכ◘ ה  ∆╢ ─    

☻ⱦכ◘ ─℮∟ ה  ∆╢ ─   

∕─  ∆╢ ─   

 

ᵑ ∕─ ─ ⅔╟┘ ⁸ ☻ⱦכ◘⁸ ─ │⁸

⌐ ≠⅝╕∆⁹ ⌐⅔↑╢ ─ │⁸ . 67₈ ₉╩

ↄ∞↕™⁹ 
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ᵒ ─ │ ─≤⅔╡≢∆⁹ 

 

≤⌂╡℮╢  ⌐⌂╠⌂™  

ה  

⁸ ⁸ ⁸

⁸╕√│  

ה  

 

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה  

ה ≢ ╩ ∫≡™⌂™  

ה    

 

  ᵓ ≢│⁸ ─ │₈ ∆╢ ₉⌐ ╘⌂™╙─≤⇔╕∆⁹ 

a). √∞⇔⁸ ≤─ │₈ ∆╢ ₉⌐ ╕╣╕∆⁹  

(b). ⌂⅔⁸ │₈ ∆╢ ₉⌐ ╕

╣╕∆⁹  

(c). ─™∏╣⅛─ ⌐ ∆╢⁸Ɽכ♩  

    ( c- 1) . ₁ ™ ╣╠╣╢ ⁸ ⅛ ─ ╩ ╘≡ ↕╣╢ ⁸╕√│

⌐ ⅛ ─ ╩ ╘≡ ↕╣╢  

√∞⇔⁸ ─ ╩ ⅎ≡ ⅝ ⅝ ↕╣≡™╢ │₈  

∆╢ ₉⌐ ╕╣╕∆⁹  

(c - 2). ⅜ ─ ⌐ ↕╣╢₈ ─ β ₉─

⌐ ═≡ ™  

 

β ₈ ─ ₉⌐≈™≡ 

⌐⅔↑╢ ─ ≤│⁸ ⌐ ™⁸ ⌐⅔™≡ ─ ≤

↕╣╢ ≤⇔╕∆⁹ ─ ─ ╘⅜⌂™⁸ ╩ ≤⇔√ ╩ ↑╢

≢№╢ ⁸ ⁸ ⌂≥╩ ⌐ ⇔≡ ∆╢↓≤⌐⌂╡╕∆⁹ 

ⅎ┌⁸ ⌐™╦╝╢ ─ ⅜™⌂™ ⁸ⱨꜟ♃▬ⱶ─ ⌂ ⅝ ╩

⇔≡™╢ ⅜™╣┌⁸∕─ ⅜ ─ ≤⌂╡⁸∕─ ╟╡

⅜ ™ ╕√│ ─ ⅔╟┘ ⅛ ─ ⅜⁸ ─

─ ─ ≢№╢ │Ɽכ♩♃▬ⱶ ≤⇔╕∆⁹ 

₈ c-2 Ɽכ♩♃▬ⱶ ₉⌐ ∆╢─│⁸₈ ─ ⅔╟┘ ⅛ ─

⅜ ─ ₉⅛⁸₈ ─ ⅔╟┘ ⅛ ─ ⅜ ─ ₉

─ ⌐ ╡╕∆⁹ 
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ᵔ ─℮∟⁸ ╖ ─ ─ ─ ╩ ─ ⅜ ∆

╢ ─₈╖⌂⇔ ₉⌐ ∆╢ │⁸ ⅛╠ ⅛╣╕∆⁹₈╖⌂⇔

₉─ │⁸ . 69₈ ₉╩ ↄ∞↕™⁹ 

 

（２）商工会の管轄地域内で事業を営んでいること。 

   β ≢ ╩ ╪≢™╢ │⁸ ⅜ ∆

╢ ⌐│ ≢⅝╕∑╪⁹ ⁸ ─ ╩ ≢╙ ∫≡⅔╡

╕∆─≢⁸∕∟╠⌐ ↄ∞↕™⁹ 

β ⁸ ╩ ╦∏⁸ ≢∆⁹ 

 

（３）本事業への応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。

（申請書に記載していただきます。） 

 

（４）次の①から④に掲げる「小規模事業者持続化補助金の交付を受ける者として不適当な

者」のいずれにも該当しない者であること。 

 

ᵑ ╕√│ ╩™℮⁹ ⅜⁸ ⌐╟╢ ⌂ ─ ⌐

∆╢ ⌐ ∆╢ ╩™℮⁹ ∂⁹

≢№╢≤⅝⁸╕√│ ─ ≢№╢ │∕─ ⁸ ≢№╢ │

╕√│ ╙⇔ↄ│ ╩ ∆╢ ╩™℮⁹ ─ ╩™℮⁹

∂⁹ ⅜⁸ ⌐ ∆╢ ╩™℮⁹ ∂⁹ ≢№

╢≤⅝ 

 

ᵒ ⅜⁸ ⁸ ╙⇔ↄ│ ─ ─ ╩ ╢ ╕√│ ⌐ ╩

ⅎ╢ ╩╙∫≡⁸ ╕√│ ╩ ∆╢⌂≥⇔≡™╢≤⅝ 

 

ᵓ ⅜⁸ ╕√│ ⌐ ⇔≡⁸ ╩ ⇔⁸╕√│ ╩ ∆╢

⌂≥ №╢™│ ⌐ ─ ⁸ ⌐ ⇔⁸╙⇔ↄ│ ⇔≡™╢≤⅝ 

 

ᵔ ⅜⁸ ╕√│ ≢№╢↓≤╩ ╡⌂⅜╠⁸↓╣≤ ⌐ ↕╣

╢═⅝ ╩ ⇔≡™╢≤⅝ 

 

β ┼─ ⌐ ⇔≡⁸₈ ─ ╩ ↑╢ ≤⇔≡ ⌂ ₉

⌐ ⇔⌂™↓≤╩ ─ ⌐ ™√∞ↄ↓≤╩ ≤⇔╕∆⁹ 
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３．補助対象事業 

 

 ≤⌂╢ │⁸ ─ ⅛╠ ⌐ →╢ ╩™∏╣╙ √∆ ≢№╢

↓≤≤⇔╕∆⁹⌂⅔⁸ ⌐ ╡ ╗ ─ ⌐│ ⁸ ⌐╟╢

─ ⌐│ ─ ╙ √∆ ≢№╢↓≤≤⇔╕∆⁹ 

 

（１）策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であるこ

と。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化（生産性向上）のための

取組であること。 

 

 ①地道な販路開拓等の取組について 

 

ה │⁸ ⌂ ⌐ ↑√ ⌐ ≠ↄ⁸ ─ ⌂

╛ ─ ╡ ╖╩ ∆╢╙─≢∆⁹ 

 

ה   ∆╢ ≤⇔≡ ≤∆╢↓≤⅜≢⅝╢ ─ │⁸ ⌐ ╠∏

╙ ╗↓≤⅜≢⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹╕√⁸ ↑⁸ ↑ ─™∏╣╙

≤⌂╡╕∆⁹ 

 

ה   ─ ⁸ ⌡ ⌐ →⌐≈⌂⅜╢↓≤⅜ ╕╣╢

⌐ ─ ⅜ ╕╣╢ ≤⇔╕∆⁹ 

 

＜補助対象となり得る販路開拓等の取組事例＞ 

₈2. ─ ₉⌐ ™√∞ↄ ▬ⱷ⁹∆≢☺כ 

∕╣∙╣─ ─ ─ │⁸P.43₈ ₉╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

ה ╩ ∆╢√╘─ ─  

ה √⌂ ♅ꜝ◦─ ⁸  

ה √⌂ ⱴ☻◖Ⱶ ≢─ ⁸►▼Ⱪ◘▬♩≢─  

ה √⌂ ─ ⁸  

♩♇Ⱡה ◦☻♥ⱶ─  

ה ─ ⁸ ┼─ ⁸ ┼─  

ה ─  

ה Ɽ♇◔כ☺ ─♦◙▬fi ∆╢ ⁸ ⌐◘fiⱪꜟ≤⇔≡

⇔√ ⌐ ╡╕∆⁹  

ה ─ ⌐№√∫≡ ⌂ ─  

ה √⌂ ♅ꜝ◦─ⱳ☻♥▫fi◓ 

ה ≢─ ▬ⱬfi♩─  

─◓Ⱪꜝfi♦▫fiה ⅛╠ ⌐ ↑√ ⁸  

ה ⌐⅔™≡ ─ ⌐╟╢ ⁸  

ה ⌐ ℮ ─  

ה ─ ꜠▬▪►♩ ⁸ ─ ╩ ╗⁹  
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β ─ ⌐ ∆╢╙─│ ⁹ 

 

②業務効率化（生産性向上）の取組について 

 

ה │⁸ ⌂ ─ ╡ ╖╩∆╢ ⌐ ≤⌂╡╕∆⅜⁸ ≤№╦

∑≡ ℮ ─ ╡ ╖╩ ℮ ⌐│⁸

─ ╡ ╖⌐≈™≡╙⁸ ≤⌂╡╕∆⁹ ☻ⱦכ◘⁸₈│⌐ ⱪ꜡

☿☻─ ₉≤₈ ₉⅜№╡╕∆⁹ 

 

＜補助対象となり得る業務効率化（生産性向上）取組事例＞ 

ה .₈3 ─ ₉⌐ ™√∞ↄ ▬ⱷכ 

☺≢∆⁹ 

∕╣∙╣─ ─ ─ │⁸P.43₈ ₉╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

₈o◘כⱦ☻ ⱪ꜡☿☻─ ₉─ ▬ⱷכ☺ₓ 

ה ─ ⅛╠─ ⁸ ⌐╟╢ ─  

ה ─ ─ ╛ ☻Ɑכ☻─ ─√╘─  

 

₈o ₉─ ▬ⱷכ☺ₓ 

ה √⌐ ◦☻♥ⱶ─♁ⱨ♩►▼▪╩ ⇔⁸ ╩ ∆╢ 

ה √⌐ ◦☻♥ⱶ─♁ⱨ♩►▼▪╩ ⇔⁸ ה ╩ ∆╢ 

ה √⌐ POS꜠ ☺♁ⱨ♩►▼▪╩ ⇔⁸ ╩ ∆╢ 

ה √⌐ ה ♁ⱨ♩►▼▪╩ ⇔⁸ ╩ ∆╢ 

 

ה ─▬ⱷכ☺─╟℮⌂ √⌂ ─ ╡ ╖╩ ℮ ⌐│⁸

─₈3. ─ ₉⌐ ╡ ╖ ╩

⌐↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

ה ⌐⅔↑╢ ─ ┼─ │⁸ ⌂ ≢∆─≢⁸

─ ⌐ ™√∞™≡ ₈3. ─ ₉⌐

⅜ ↄ≤╙ ↄ ™╕∑╪⁹ ─ ⌐╟╢ ─ ⅝

→│№╡╕∑╪⁹  

 

─ .₈3ה ₉╩ ⇔≡⁸ ╩ ↑√ ⌐│⁸

─ ╡ ╖⌐ ╢ ─╒⅛⁸ ─ ╡ ╖⌐ ╢ ⌐≈

™≡╙⁸ ╘╠╣√ ─ ≢ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

ה ─₈2. ─ ₉⌐ ─ ─ ⅜⌂ↄ⁸₈3. 

─ ₉─ ─╖≢│⁸ ─ ⌐ ⇔⁸ ╘╠╣╕

∑╪─≢⁸↔ ↄ∞↕™⁹ 
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₈ה ₉⌐≈™≡│⁸ ╩ ⌐⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

₈ ☻ⱦכ◘ ─ ─√╘─●▬♪ꜝ▬fi₉ ה 27  

URL http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/service_guidelines.pdf   

 

（２）商工会の支援を受けながら取り組む事業であること。 

  

₈ ה  ─ ╩ ↑⌂⅜╠ ╡ ╗₉≤│⁸ ─ ⁸ ⁸ ─

╩ ↑⌂⅜╠ ╩ ∆╢↓≤≢∆⁹ 

 

（３）以下に該当する事業を行うものではないこと。 

 

─ ה  ⌐≈™≡⁸ ╩ ╗ ⅜ ∆╢ ─ ⁸

≤ ∆╢  

β ≢│⁸ ─ ╡ ╖ ⌐≈™≡⁸ ⇔≡ ─ ─

╩ ↑ ╢↓≤│≢⅝╕∑╪⁹ ─ ╩ ⇔≡™╢⅛ ─ │⁸

╩ ↑ ╢↓≤⅜ ⅛⁸ ∏⁸ ─ ⌐⁸ ╘↔ ↄ∞↕™⁹ 

  

─ ה  ⁸ ⌡ ⌐ →⌐≈⌂⅜╢↓≤⅜ ╕╣⌂™  

   ╩ ⇔≡ ╩ ℮─╖≢№╡⁸ ─ ╡ ╖⅜ ─

╖⌐≈⌂⅜╠⌂™⁸ ↕╣≡™⌂™  

 

⅜ ה  ╩∕∕╢⅔∕╣⅜№╢↓≤⁸╕√│ ─ ╙⇔ↄ│ ─ ╩ 

∆╢↓≤≤⌂╢⅔∕╣⅜№╢╙─⁸ ⌂ ╩ ℮↓≤⅜ ≢⌂™≤ ╘╠╣ 

╢╙─ 

    ─ ┘ ─ ⌐ ∆╢ ⌐⅔™≡ ∆╢  

       

 

（４）買物弱者対策に取り組む場合には、補助事業期間終了後５年以上継続する事業である

こと（補助事業期間終了後５年間は事業状況を報告いただきます）。 

 

（５）複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者が関与する事業

であること。 

 

４．補助対象経費 

 

（１）補助対象となる経費は、次の①～③の条件をすべて満たすものとなります。 

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費 

③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 

 

（２）補助対象となる経費について 

≤⌂╢ │⁸ ⌐⁸₈ ╕√│ ─ ╡

http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/service_guidelines.pdf
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╖₉╩ ⇔√↓≤⌐ ∆╢ ─ ⌐ ╠╣╕∆⁹ ⌐ ╛ ⅝

⇔⁸ ⅜№∫≡╙⁸ ─ ╡ ╖⅜ ≢№╣┌⁸ │

⌐≢⅝╕∑╪⁹ ⌐ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ⇔√

╡ ╖╩⇔√≤™℮ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ ⅎ┌⁸ ╩ ⇔√╙──⁸

╩ ⇔≡ ─ ╡ ╖╩ ∫√ ─ ⅜⌂™ ⌐

│⁸ ─ │ ─ ⌐≢⅝╕∑╪⁹  

 

（３）経費の支払方法について 

─ │ ⅜ ≢∆⁹ ™╙ ≢∆⅜⁸  

  ─ ─√╘⁸ ╩ ⅝⁸ ⅝ ─ │⁸  

™│ ╘╠╣╕∑╪⁹ 

╢╟⌐♪כ◌♩♇☺꜠◒ │ ⌐ ⅝ ≤⇔⅜ ≢⅝╢ ─╖

╘╠╣╕∆⁹ ─ ⅝ ╡⅜ ≢╙⁸ ⅛╠─ ⅝ ≤⇔⅜

≢№╣┌⁸ ≤⌂╡╕∆⁹ ™⌐╟╡⁸ ⌐

⅜ ∑∏⁸ ⅜ ⌐ ⇔⌂™ ╙ ≢∆⁹ꜞⱲꜟⱦfi◓

™─ ╙ ≢∆⁹  

⅛╠ ┼ ─ ⅜ ≢⅝⌂™√╘⁸ ⇔ ╛ ≤

─ ⌐╟╢ │ ╘╠╣╕∑╪⁹ 

│ ≢⅔ ה♩ⱳ▬fiהⱳfiכ◒⁹∆╕⇔™ ה ─ │ ╘

╠╣╕∑╪⁹ 

 

（４）電子商取引について 

▬fi♃כⱠ♇♩ ─ ⌐⅔™≡ ╩ ℮ ≢╙⁸ ᵓ─≤

⅔╡₈ ⌐╟∫≡ ⅜ ≢⅝╢ ₉─╖⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

⌐╟ↄ ⇔⁸ ≢ ╘╠╣╢⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸

⁸ ≤™∫√ ╣≢ ╩ ™⁸ ⌂ ─ ≤⌂╢ ╩

⇔√╙─ ╩ ה ה ⅜≢⅝╢↓≤╩ ⇔≡⅛╠ ╩⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⌐ ╩ ∫≡™√≤⇔≡╙⁸ ─ ⌐╟╡⁸ ⇔√ ⅜

≢⅝╢ ╩ ≢⅝⌂™⁸ ≤⇔≡ ∆╢ ─ ⅜

∆╢ ⅜ ≢⅝⌂™⁸ ⅜ ≢⅝╢▬fi♃כⱠ♇♩ ⅜ ≢⅝⌂™ ─

⌐│⁸ ⌐≢⅝╕∑╪⁹ 

 

（５）補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外 

となります。また、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額とな 

ります。 

 

経費内容 

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費 

⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金 

⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫委託費、⑬外注費 
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【各費目の説明】 

①機械装置等費 

  事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費 

 

ה ╩ ∆╢⌐№√∫≡ ⌂ ─ ⌐ ∆╢ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

─ ─√╘─ ─ ⁸ ⌂╢ ⅎ ─ ─ │  

≤⌂╡╕∑╪⁹ 

ה ∆╢ ─ ╩ ⅝⁸ ╕≢ ≤ ⌂╡⁸

≤⇔≡ ╘╠╣╢ ─ │№╡╕∑╪⅜⁸ ⅝ ─

─ │₈ ₉⌐ ⇔⁸ ⅜ ⇔⁸ ─ ╩ ↑

√ ≢№∫≡╙⁸ ─ │ ⅛╠ ⌐⅔™≡

≢─ ⁸ ⁸ ⁸ ⅜ ↕╣╢↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

⌐ ╩ ∆╢ ⌐│⁸ ∏ ┼ ╩ ⇔⁸

╩ ↑√ ≢⌂↑╣┌ ≢⅝╕∑╪⁹ │⁸ ╩ ⇔√

⌐ ⇔⁸ ⌐ ⇔⁸ ⅛╠ ↕╣╢ ─ ─√╘⁸ ⇔

√ ─ ╕√│ ⌐ ∆╢ ╩ ↕∑╢↓≤⅜№╡╕∆⁹ ╩ ∏⌐

╩ ℮≤⁸ ⌐╟╡ ה ─ ≤⌂╡╕∆⁹ 

ה ⅜№╡ ⌐⌂╡ ╢╙─ Ɽ♁◖fi ─ │ ≤⌂ 

╡╕∆⁹ 

ה ⌐ ╡ ╗ ⅜⁸ ⌐ ∆╢ ≢ ╩ ∆

╢ │⁸ᵛ ─ ≢ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ה ⅜ ╩ ⅎ╢♁ⱨ♩►▼▪ ╩ ∆╢ │⁸ ─ ⌐

╟╡ ↕╣√ ─╖≤⌂╡╕∆⁹ 

 

β ─ ⌐≈™≡ 

 ủ │ ─ │⁸∆═≡ ─ ≤⇔≡⅔╡╕⇔√⅜⁸ ⁸  

─╙≤⁸ ─ ⌐≈™≡╙⁸ ≤⇔≡ ╘╕∆⁹ 

 ủ ─ ⅜ ≤⇔≡ ╘╠╣╢ │⁸ ─≤⅔╡≢∆⁹ 

  ᵑ ⅜ ⅝ ─╙─≢№╢↓≤ 

   ⅜ ⅝ ─ ╩ ⅝ ⌐⌂╢╟℮ 

⌐ ⇔≡ ∆╢ │⁸∕─ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

ᵒ ─ ⌐│⁸ ─ ╩ ∆√╘⁸ ─  

⅛╠─ ╢╟⌐fiꜛ◦◒כ○╛ │ ⅛╠ ⌐≈™≡─  

╡╩ ∆╢↓≤ 

─ │ ─ ─╖ ╡⅜ ≢∆⅜⁸ 

─ │⁸ ⌐ ╦╠∏⁸∆═≡⁸ ╡⅜ ≢∆⁹ 

─ ⌐⁸↓╣╠ ─ ╩ ∏ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ─ 

⌐╟╢ ≢─ │⁸ ─ │⁸ ≤⇔≡ ╘╠╣╕ 

∑╪  

  ᵓ ⇔√ ─ ╛ ⌐⅛⅛╢ │⁸ ≤⇔≡ ╘╠╣╕ 

∑╪⁹╕√⁸ ─ ╛ ⌐╟╡ ─ ╡ ╖┼─ ⅜≢⅝ 

⌂⅛∫√ ⌐│⁸ ─ ⌐≢⅝╕∑╪─≢↔ ↄ∞↕™⁹ 
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ₒ ≤⌂╢ ₓ 

ה ╣ ─ ─√╘─ ↑ ⁸▪▼♅כⱬⱦה ╛

☻Ɑכ☻ ⁸☻כ◔כꜛ◦─╘√─ ─√╘─ הⱩfiכ○ה ⁸

☻ⱦכ◘⌂√ ─√╘─ ה ⱪꜞfi♃⁸כ ⱪꜞfi♃כ ╗ ⁸

─√╘─ ♁ⱨ♩►▼▪ ─ ™ ─√╘─

♁ⱨ♩⁸ ⌐ ≡╢ ♁ⱨ♩ ⁸ ה .₈3

─ ₉⌐ ⇔√ ⌐ ╡ ─√╘─♁ⱨ♩►▼▪ 

 

ₒ ≤⌂╠⌂™ ₓ 

⌐⅔™≡ ∆╢ ╩ ↄ ה ה ─

─ הⱤ♁◖fiה ⱪꜞfi♃הכ ♩♇꜠Ⱪ♃ה ꜟⱩꜝ▪▼►ה

ה ה ⅔╟┘ ♁ⱨ♩►▼▪ ↓╣╠─ │ ≡ ⅜ ™╙─≤

⇔≡ ≤⌂╡╕∆⁹⁸ ה ⌐ ╦╠∏ ⌐ ⇔≡™╢♁ⱨ♩►▼▪─ ⁸

№╢ ╩ ≤⇔≡ ∆╢ ⅜ ℮ ─ ה ╣

≤∆╢ ≢╙ ⁸ ⌂╢ ⅎ ≢№∫≡ √⌂ ⌐≈⌂⅜╠⌂™

⁸ ™ ─ ה  

 

②広報費 

  パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するた

めに支払われる経費 

 

ה ⌐ ≠ↄ ─☻ⱦכ◘ה ╩ ≤⇔√╙─⅜ ≢№╡⁸ ⌂╢ 

─ ╛ ⌐ ↕╣╢ │⁸ ≤⌂╡╕∑╪⁹  ☻ⱦכ◘ה

─ ╙ ╙ ↕╣≡™⌂™╙─│ ≤⌂╡╕∑╪⁹  

◦ꜝ♅ה ─ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ╙⇔ↄ│ ⇔√ ─╖⅜

≤⌂╡╕∆⁹ 

ה ─ ⌐ ╢ ─╖ ⌐≢⅝╕∆⁹ ⌐

╩⇔≡™≡╙⁸ ⌐ ⅜⌂↕╣╢ ⅜ ↕╣ ⌐ ↕╣╢ ─⅜

≤⌂╢ ⌐│ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

 

ₒ ≤⌂╢ ₓ 

►▼Ⱪ◘▬♩ ╛ ה◦ꜝ♅⁸ ─◓꜡♃◌ה ╛ ⁸ ה Ⱡכ♃fi▬ה

♇♩ ⁸ ה ⁸ ⁸ ─☻ⱦכ◘ה ⅜ ↕╣√

ⱳ◔♇♩♥▫♇◦ꜙ  

 

ₒ ≤⌂╠⌂™ ₓ 

─☻ⱦכ◘ה ─ ⅜⌂™ ה ⁸ ─☻ⱦכ◘ה ╩

≤⇔⌂™ ה ה Ɽfiⱨ꜠♇♩─ ה ⌂╢ ─ ⌐

↕╣╢╙─≤⇔≡ ⁸ ─ ─ ה◦ꜝ♅ה ╩

≢ ∆╢ ─ ≢╙⁸Ɑfi ⁸◒ꜞ▪ⱨ□▬ꜟ⁸ ◒fi▬ה ה ─ │

≢∆⁹ │ P.52╩ ↄ∞↕™⁹⁸ ה ⁸♅ꜝ◦ ─℮∟ ה
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⁸ ─ ─ ╛ ─ ⁸ⱨꜝfi♅ꜗ▬☼ ⅜ ∆╢

─ ⁸ ╛ ⌐ ∂≡ ↕╣╢  

 

③展示会等出展費 

  新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費 

 

ה ─ ⌐ ⅎ≡⁸ ∆╢ ꜠fi♃◌כ ⁸●♁ꜞfi ⁸

│ ↄ ה ה ╙ ≤⌂╡╕∆⁹ 

ה ─ ⌐≈™≡│⁸ ╖│ ≢╙ ™╕∑╪⅜⁸ ─ ╛

─ ⅜ ≤⌂╢ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

ה ─╖╩ ≤⇔⁸ ⌐ ⅜╠⌂™╙─│ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

ה ⌐ ↕╣╢ ─ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

ה ⁸ ủủ ┼─ ה │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

ה ─ ─ ⌐№√╡ ≢ ─ ╩ ⌐ ∆

╢ ⌐│⁸ ─ ╩ ≢ ה ∆╢ ╙№╦∑≡↔ ↄ∞↕

™⁹ ─ ⌐ ∆╢ ─ │ ≢∆⁹  

ה ⌐№√╡ ⌂ ─ │⁸ᵑ ⌐ ⇔╕∆⁹ ─

─ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹  

ה ╩ ╪∞ ─ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

 

④旅費 

事業の遂行に必要な情報収集（単なる視察・セミナー研修等参加は除く）や各種調査

を行うため、および販路開拓（展示会等の会場との往復を含む。）等のための旅費 

 

ה │ ⅜ ╘╢ ─ ⌐╟╡ ∆╢↓≤≤⇔╕∆⁹ ─

│⁸ . 69₈ ₉╩ ↄ∞↕™⁹ 

ה ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡│⁸ ╩ ™√ ╙ ⅔╟┘ ⌂ ⌐╟

╡ ↕╣√ ≤⌂╡╕∆⁹ 

כ◦◒♃ה ⁸●♁ꜞfi ⁸ ⁸꜠fi♃◌כ ≤™∫√

─ ⌐╟╢ │ fiכꜞ◓⁸√╕⁹╪∑╕╡⌂≥ ⁸ⱦ☺Ⱡ☻◒ꜝ☻ ─

⌐ ↕╣√ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

ה ─ ⌐╟╡⁸ ⅜ ≢⅝╢╙─⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ ─  

⌐ ∆╢ ≤╖⌂↕╣╢ │ ≤⌂╡╕∆⁹ 

ה ─ ⌐№√╡ ≢ ─ ╩ ⌐ ∆╢ ⌐│⁸

─ ╩ ≢ ה ∆╢ ╙№╦∑≡↔ ↄ∞↕™⁹ ─

⌐ ∆╢ ─ │ ≢∆⁹  

 

ₒ ≤⌂╢ ₓ 

┼─ ╛⁸ ─√╘⌐ ⌂ ─ ⌐ ╢⁸ ┼─

⁸Ᵽ☻ ⁸ ⁸ ╗ ⁸ ☺כꜗ♅כ◘ ╗⁹

◄◖ⱡⱵכ◒ꜝ☻ ─ ╕≢⅜ ⁸ ⁸  
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ₒ ≤⌂╠⌂™ ₓ 

─ ─ ⁸ ⁸ ─●♁ꜞfi ⁸ כ◦◒♃⁸ ⁸◓ꜞ

fiכ ☻ꜝ◒☻ⱦ☺Ⱡה ─ ⁸ ה⅝ ⅝ ⱪꜝfi⌐⅔↑╢

ה ⁸ כ♫Ⱶ☿ה ─√╘─ ⁸Ɽ☻ⱳכ♩  

 

⑤開発費 

  新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製

造、改良、加工するために支払われる経費 

 

ה ∆╢ ─ │◘fiⱪꜟ≤⇔≡ ∆╢ ⌐≤≥╘⁸

⌐│ ™ ╢↓≤╩ ≤⇔╕∆⁹ ≢─ ⌐ ∆╢ │⁸

≤⌂╡╕∑╪⁹ 

ה ╩ ≤⇔≡ ∆╢ │⁸ ╩ ⇔⁸∕─ ↑

™╩ ⌐⇔≡⅔ↄ ⅜№╡╕∆⁹ 

ה ╩ ≤⇔√ ⁸ ─ ה ⌐ ╢ │ ≤⌂╡╕∆⁹

─ ⌐ ⌂ │ ≤⌂╡╕∆⁹  

ה ⅜№╡ ⌐⌂╡ ╢╙── │ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

ₒ ≤⌂╢ ₓ 

ה ─ ─ ─ ⁸ √⌂ Ɽ♇◔כ☺⌐ ╢♦◙▬fi─ ⁸

◦☻♥ⱶ ─  

 

ₒ ≤⌂╠⌂™ ₓ 

─ ─ ⁸ ה ≢│⌂ↄ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢√

╘─ ─ ⁸ ≢ ⇔√⅜ ™ ╠⌂⅛∫√ ⁸♦◙▬fi─

╩⇔⌂™ ─ Ɽ♇◔כ☺─ ה ⁸ Ɽ♇◔כ☺─ ⅜ ⇔ ⌐

∆╢ ה ╩ ∆╢√╘⌐ ה ∆╢Ɽ♇◔כ☺  

 

⑥資料購入費 

  事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費 

 

ה ⅜ ─╙─⌐ ╡╕∆⁹ 99,999 │

⁸ 100,000 │  

ה ∆╢ ה │ ⌐≈⅝ ╩ ≤⇔╕∆⁹ ∂ ─ │

≢∆⁹  

 

⑦雑役務費 

事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた

者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費 

 

ה ─ ⌐⁸ ╛ ─ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

ה ™ ╣≤╖⌂↕╣⌂™ ⅎ┌⁸№╢▪ꜟⱣ▬♩ ┼─ ╩
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≤⇔≡ ⇔√ ⁸ ▪ꜟⱣ▬♩ ⌐ ╩ ↕∑ ─ ≤⇔≡

™ ╣╢ ⌐│⁸ ≤⌂╡╕∑╪⁹ ⌐ ↕∑╢√╘─ ™ ╣

╙ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

 

⑧借料 

事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費 

 

ה ─√╘─ ⁸ ⅜ ≢⅝╢╙─≢⁸ ⌐ ∆╢ ─╖≤⌂╡╕∆⁹

⅜ ╩ ⅎ╢ │⁸ ─ ⌐╟╡ ↕╣√

─╖≤⌂╡╕∆⁹ 

ה ⌂≥ ⌐╙ ∆╢╙─⁸ ─ ─√╘⌐ ∆╢╙─│

≤⌂╡╕∆⁹ 

ה ⌐ ╢ │ ≢∆⁹ 

ה ☻ⱦכ◘ה PR▬ⱬfi♩─ ╩ ╡╢√╘─ │⁸₈ᵘ ₉⌐ ⇔╕∆⁹ 

 

⑨専門家謝金 

事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払わ

れる経費 

 

ה ╩ ≤⇔≡ ─ ⌐∆╢↓≤│≢⅝╕∑╪⁹ 

ה ─ │⁸ ⅜ ╘╢ ⌐╟╡∕─ ─ ⅜ ≢№╡⁸∕─

⅜ ⌂╙─≢№╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

ה ╩ ⌐╟╡ ╘≡™⌂™ ⁸ ⅜ ╘╢ ─ ⌐╟╡ ∆╢↓

≤≤⇔╕∆⁹ ─ │ . 70─₈ ₉╩ ↄ∞↕™⁹ 

ה ∆╢ ⌐≈™≡ ⌐ ╩ ╡ ╦⇔≡⁸ ⌐⇔⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹

⌂⅔⁸ ┼─ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

ה ⌐ ה ╩∆╢ ⌐ ∆╢ │ᵙ ⌐ ⇔⁸ ה

─ ╩ ⇔√ ⌐ ∆╢ │⁸ᵜ ⌐ ⇔╕∆⁹ 

כ♫Ⱶ☿ה ─ ╛ │ ≢∆⁹ ⅜ ∆╢ ☿Ⱶ

כ♫ ⌐ ∆╢ ─ │ ╘╠╣╕∑╪⁹ ⅜ ╩ ⌐ ⅝⁸

⅛╠ ⌂ ה ╩ ↑╢ │ ≤⌂╡╕∆⁹  

♪fi◓⁸Ⱪꜝfi▫♥◔כⱴה ⁸ ⌐≈™≡ ⅛╠ ה ╩ ↑╢─

│⁸ ─ ╡ ╖⌂─≢⁸ ─₈2. ─ ₉⌐

∆╢↓≤⌐⌂╡╕∆⁹ 

ה ה ─ⱶ♄ ╡ ⌐≈™≡ ⅛╠ ה ╩ ↑╢ ⌐│⁸

─₈3. ─ ₉⌐∕─ ⁸ ∆╢↓≤⌐⌂╡╕

∆⁹ 

 

⑩専門家旅費 

 事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費 

 

ה ₈ᵔ ₉  
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⑪車両購入費 

 買物弱者対策に取り組む事業で、買物弱者の居住する地区で移動販売、宅配事業等をす

るために必要不可欠な車両の購入に必要な経費 

 

ה ─ ≤⌂╢─│⁸ 84 ≢ ╘╠╣╢₈ ┘

₉ ─ ≢∆⁹ 

ה √⌂ ⌐≈⌂⅜╠⌂™ ⌂╢ ⅎ ─ ─ │ ≤⌂╡

╕∆⁹ 

ה ─ ⁸☻Ⱨ⁸כ◌כ ה ─◖fi♥♫⁸Ⱳ♇◒☻ ⁸ ↕

╣≡™╢ ╙ ≤⌂╡╕∆⁹ 

ה ─ ה ╩ ∆╢ ⌐│⁸ ≢ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ה ⌐⌂ↄ≡╙ ╩⅝√↕⌂™○ⱪ◦ꜛfiה ꜝⱦ⁸ꜞ▪◌ⱷ♫כ◌ ⁸

⁸ ⁸ ─ ה ⁸♃▬ꜘ fiꜞ♁●הꜟ▬○⁸ ה

⁸ │ ≢∆⁹ 

ה ╩ ∆╢ ⌐│⁸ ─ ⁸ ₈a ─ ╡ ╖ₑ⌐ ∆╢

₉⌐⁸ ╩ ⇔≡™╢ ─ⱷכ◌כ ⅔╟┘ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸

─ №╢™│◌♃꜡◓ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ╩ ↑√ ⁸ ∆╢ ╩

⇔╟℮≤∆╢ │⁸ ∏ ⌐ ⌐↔ ↄ∞↕™⁹ ⌂ↄ

≤ ⌂╢ ╩ ⇔√ ⌐│⁸ ≤⌂╡╕∆⁹ 

ה ╩ ∆╢ ⌐│⁸ ─ ⌐⁸ ─ ╩ ≢⅝╢ ≤⇔≡⁸

ה ה ─ ⅜ ─ ─ ╙╡⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ ╙╡

┘ │⁸ ≢ ∫≡ↄ∞↕™⁹ ⅛╠─ │ ≤⌂╡╕∆⁹ 

  ─ │ ─ ─╖ ╡⅜ ≢∆⅜⁸ 

─ │⁸ ⌐ ╦╠∏⁸∆═≡⁸ ╡⅜ ≢∆⁹ 

  ─ │⁸ ─ ⌐⁸↓╣╠ ─ ╩ ∏ ⇔≡ↄ 

∞↕™⁹ ─ ⌐╟╢ ≢─ │⁸ ─ │⁸  

≤⇔≡ ╘╠╣╕∑╪  

ה ─ │⁸ ╩ ↑√ ─ ≢ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ה ⌐ ⇔⁸ ╕≢⌐ ™≤ ─ ⅜ ⇔√╙──

╖⅜ ─ ≤⌂╡╕∆⁹ ╩ ∫≡╙⁸꜡ fiכ ╩ ╪∞√╘⁸ (

≢ )╕≢⌐ ≢╙ ™⅜ ⇔⌂™ ⌐│⁸ ─

⌐≢⅝╕∑╪⁹ 

ה ⌐ ⌐ ⇔⁸ ─™╢ ≢ ⌐ ─ ╡

╖╩⇔√≤™℮ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ ╩ ⇔√╙──⁸ ╩ ⇔≡

⌐≈⌂⅜╢ ╡ ╖╩⇔√ ─ ⅜⌂™ ⌐│⁸ ─ │

─ ⌐│≢⅝╕∑╪⁹ 

ה ⌐⅔™≡⁸ ≢ ⇔√ ╩ ⇔≡ ה ╩ ⇔

╩ ╢─│⁸ ─ ≤⌂╡⁸ ⅜ ≤⌂╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

ה ⌐ ╡ ╗ ⌐─╖ ⇔√↓≤⅜ ⅛╢╟℮ ╩ ⇔≡⁸

⇔⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ ─ │ ⌐ ⇔≡

⁹╕√⁸ ╕≢ ─ ⁸ ⁸ ⅜ ≢∆⁹  

ה ─√╘─⁸ ╠ ≢─╖ ∆╢↓≤⅜ ™─ ≢№╡⁸
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≤╖⌂↕╣⌂™ ⌐ ⇔√ ┼─ ⁸

╕√│ ≢─ │⁸ ↕╣╕∆⁹ ⁸

╩⇔√ ⌐│ ⅜ ∑╠╣╕∆  

ה ⅝ ─ ╩ ∆╢ │⁸₈ ₉⌐ ⇔⁸ ⅜

⇔⁸ ─ ╩ ↑√ ≢№∫≡╙⁸ ─ ⌐⅔™≡

≢─ ⁸ ⁸ ⁸ ⅜ ↕╣╕∆⁹ 

⌐ ╩ ∆╢ ⌐│⁸ ∏ ┼ ╩ ⇔⁸

╩ ↑√ ≢⌂↑╣┌ ≢⅝╕∑╪⁹ │⁸ ╩ ⇔√

⌐ ⇔⁸ ⌐ ⇔⁸ ⅛╠ ↕╣╢ ─ ─√╘⁸ ⇔

√ ─ ╕√│ ⌐ ∆╢ ╩ ↕∑╢↓≤⅜№╡╕∆⁹ ╩ ∏⌐

╩ ℮≤⁸ ⌐╟╡ ה ─ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

⑫委託費 

  上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委

託（委任）するために支払われる経費（市場調査等についてコンサルタント会社等を活

用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。） 

 

ה ⁸ ⅜ ↕╣√ ╩ ⇔⁸ ∆╢ ≢№╢ ⌐

⅜ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

ה ⅎ┌ ─ ⌐≤╙⌂℮ ⁸ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

ה ⌐ ה ╩∆╢ ⌐ ∆╢ │ᵙ ⌐ ⇔⁸ ה

─ ╩ ⇔√ ⌐ ∆╢ │⁸ᵜ ⌐ ⇔╕∆⁹ 

 

 

⑬外注費 

  上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外

注（請負）するために支払われる経費（店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務

に限ります。） 

 

ה ⁸ ⅜ ↕╣√ ╩ ⇔⁸ ∆╢ ≢№╢ ⌐

⅜ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

ה ⌐⅔™≡ ⅝ ─ ╩ ℮ ⁸₈ ₉⌐

⇔⁸ ⅜ ⇔⁸ ─ ╩ ↑√ ≢№∫≡╙⁸ ─ ⌐⅔™≡

≢─ ⁸ ⁸ ⁸ ⅜ ↕╣╢↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

⌐ ╩ ∆╢ ⌐│⁸ ∏ ┼ ╩ ⇔⁸

╩ ↑√ ≢⌂↑╣┌ ≢⅝╕∑╪⁹ │⁸ ╩ ⇔√

⌐ ⇔⁸ ⌐ ⇔⁸ ⅛╠ ↕╣╢ ─ ─√╘⁸ ⇔

√ ─ ╕√│ ⌐ ∆╢ ╩ ↕∑╢↓≤⅜№╡╕∆⁹ ╩ ∏⌐

╩ ℮≤⁸ ⌐╟╡ ה ─ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

ₒ ≤⌂╢ ₓ 

כꜞⱣꜞ▪ⱨה ⁸ ↑♩▬꜠─ ⁸ ה ─√╘─●
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ה☻ ה ⁸ ╩ ≤⇔√ ─ ה ⌐ ╡

╗ ≢⌂ↄ≤╙⁸ ─ ה │ ⁸ ₈3. 

─ ₉⌐ ⇔√ ⌐ ╡ ─ ─√╘─⁸

☻Ɑכ☻─  

 

ₒ ≤⌂╠⌂™ ₓ 

≢ ╡ ╗ ╛ ⌐ ┘≈⅛⌂™ ⌂╢

╩ ≤⇔√ ה ─ ה ⁸ ─ ⌐⅔↑╢

⁸ ─ ─ ⌐ ℮ ─ ⌂≥  

 

（６）①から⑬に掲げる各費目に係る経費以外は、補助対象外となります。また、上記①か 

ら⑬に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりません。 

 

ה  ─ ⌐ ⇔⌂™╙─ 

ה  ⌂ ╩ ≢⅝⌂™╙─ 

ה ⌐ ⁸ ⁸ ╩ ⇔√╙─ 

┼─ ─ ╖⌐≈™≡─╖⁸ ─ ╖≢╙ ≤⌂╡╕

∆⁹ √∞⇔⁸ ─ ⅜ ≢⌂↑╣┌ ⌐⌂╡╕∑╪⁹  

─ │ ≢╙ ™╕∑╪⁹ 

ה ─ ⌐╟╢╙─ ⅜ ⅛╠ ⇔√╙──℮∟⁸ᵑ

⅛╠ᵝ⌐ →╢ ─╖ ≤∆╢⁹   

ה ⌐⅔↑╢ ─ ⌐╟╢╙─ ⅜ ⅛╠

⇔√╙──℮∟⁸ᵑ⅛╠ᵝ⌐ →╢ ─╖ ≤∆╢⁹  

ה  ╩ ≤⇔√ ⁸ ─ ה ⌐ ╢  

fiꜛ◦◒כ○ה  ─  

ה ╛ ⌐ ╢ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸  

ה ⁸▬fi♃כⱠ♇♩ ─  

ה ╛ ─ ─ ⅎ┌⁸ ─╒⅛⁸Ɑfi ⁸▬fi◒◌כ♩

ꜞ♇☺⁸ ⱪכ♥⁸╖↕│⁸ ⁸◒ꜞ▪ⱨ□▬ꜟ⁸ ⁸OPPהCPP ⁸CDהDVD⁸

USBⱷ⸗ꜞהSD◌⁸♪כ ⁸ Ⱳ⁸ꜟכ ─ ⌂≥⅜ ⁹  

ה ⁸ ⁸ ─  

ה ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ─  

ה ─ ⁸ ─ √∞⇔⁸ ⌐ ╡ ╗ ⌐

∆╢ ╩ ↄ⁹ה ה         

ה ⁸ ─√╘⌐ ⁸ ⌐ ℮ ⅔╟┘ ─√

╘─  

ה ⌂≥┼─ √∞⇔⁸ ⅜ ∆╢ │ ≤∆╢⁹  

ה │ ≤∆╢⁹√∞⇔⁸ ⌐ ╢ │ ≤∆╢⁹  

ה ה √∞⇔⁸ ⌐ ╢ ⁸ ≢ ⅛╠

↑╠╣√ ⌐ ╢╙─│ ≤∆╢⁹  

ה ⌂≥─ ⅔╟┘  

ה ה ─ ה  
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ה ה כ♫Ⱶ☿ה ╛  

ה ה ─ ⁸ ה ─≢♩ⱳ▬fiהⱳfiכ◒ה ™ 

ה ⁸  

ה ◐ꜗfi☿ꜟ⌐ ╢  

ה ה ─ ה ה ⅝⌐ ╢  

ה ─╒⅛⁸ ⌂ ─ ≤⇔≡ ⁸ ≤ ╘╠╣╢  

 

（７）その他、補助対象経費全般にわたる留意事項 

 

╩ ה ℮⌐№√∫≡│⁸ ⌐≈™≡ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹

│ ⌐ ⇔√╙─≤⇔≡ ⌐ ≢⅝╢╙─≢⁸⅛≈ ⌐╟∫≡

⅜ ≢⅝╢╙──╖≤⌂╡╕∆⁹ 

 

╢↑⅔⌐ ה ─ ⌐№√∫≡│⁸ №√╡

╩ ∆╢╙─⌐≈™≡│⁸ ⅛╠ ╩≤╡⁸╟╡ ⌂ ╩

╪≢ↄ∞↕™⁹√∞⇔⁸ ∆╢ ─ ⁸ ╩≤╢↓≤⅜ ⌂

│⁸ ╩ ─ ≤∆╢ ╩ ⌐↔ ↄ∞↕™⁹ 

  ＊なお、中古品（車両を含む）の購入については、金額に関わらず、すべて、２社以上 

からの相見積が必須となります。この場合、理由書の提出による随意契約での購入は、 

補助対象経費として認められません。 

 

５．補助率等 

（１）小規模事業者持続化補助金に係る補助率等は以下のとおりです。 

 

補助率 ─ ─  

補助上限額  

ה ─ ≤⌂╢ ⌐ ⇔⁸ ╩

⇔╕∆⁹ 

ה ─ │⁸∕─ ─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

√∞⇔⁸ 

ᵑ ─ ╩ ⅝ →╢ ╡ ╖  

ᵒ ╩ ↕∑╢ ⌐ ≠ↄ ╡ ╖

ᵓ ⌐ ╡ ╗  

ᵔ ⌐ ╡ ╗  

⌐≈™≡│⁸ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

  ᵑ ᵔ│⁸ ≢⅝╕∑╪ ™∏╣⅛ ≈ ⁹ 

ה ─ ≤⌂╢ ⌐ ⇔⁸  

⇔╕∆⁹ 

ה ─ │⁸∕─ ─ ╩ ⇔╕ 

∆⁹ 

─ ⅜ ⇔≡ ╡ ╗ ─
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│⁸ ⅜₈ №√╡─ ₉×

─ ≤⌂╡╕∆⁹ √∞⇔⁸

╩ ≤⇔╕∆  

≤ ─ │ ≢∆⁹ ∕─ ≢╙⁸

│ ╩ ≤⇔╕∆  

   │ ≢№╡⁸ ╩ ↑√ ⌐≈™≡│⁸ ≤⇔≡⁸  

─╟℮⌐ ─ ⅜№╡╕∑╪⁹ √∞⇔⁸ ╛ ─ ⌐ 

╟╢ ─ ⅜⌂↕╣╢ ⅜№╢╒⅛⁸ ─ ⌐╟╢  

─ ⁸ ─ ⅜⌂↕╣√ ⌐│ ╦⌂↑╣┌⌂╡╕∑ 

╪⁹  

 

（２）「従業員の賃金を引き上げる取り組み」の条件について（＊１） 

 

ה ─ ⅝ →⌐╟╢ ⌐ ↑≡ ╢ ╩ ∆╢√╘⁸ 

─ ⌐ ≡ ∆╢ ⌐│⁸ │ ⌐ ⅝ ⅜╡╕∆⁹ 

 

＜条件（全てに合致する場合のみ補助上限額の引き上げが認められます。）＞ 

・本事業への申請日において雇入れ後６か月を経過した労働者のうち、直近の賃金支払い

時における「時間当たり賃金額」が最も低い者の「時間当たり賃金額」を４％以上引き

上げた額を、賃金引き上げ実施後の「事業者内最低賃金」とすること。 

 ⅛ ─ ╛⁸ ⅛ ⇔≡™╢╙──₈ ₉ 

P.55 ⌐ ∆╢ ⅜ ╙™⌂™ │⁸ ─  

≢∆⁹ 

・就業規則その他これに準ずるものにより、当該賃金引き上げ対象者の引き上げ後の「時

間あたり賃金額」を、申請者が雇用する全ての労働者の下限の賃金額（事業者内最低賃

金）とすることを定めること。 

・少なくとも、「補助金交付決定日または実際の事業者内最低賃金引き上げ実施日のいずれ

か遅い日（遅くとも平成２９年７月１日までの日）から６か月後の日までの期間」（＝「事

業者内最低賃金引き上げ確認期間」）、引き上げ後の「事業者内最低賃金」を引き下げる

ことなく、賃金の支払いを行うこと。 

 ₈ ₉─ ⅝ → │⁸ ┼─ ≢∆⁹ 

₈ ⅝ → ₉─ │⁸ ─ ≤ ∂ 

₈ ₉≢№╢√╘⁸ ↄ≤╙ ╕≢⌐ 

₈ ⅝ → ₉⅜ ↕╣⌂™≤₈ ⅛ ─ 

⅝ →₉─ ╩ √∑⌂™√╘⁸ ⅝ →⅜ ↕ 

╣╕∑╪⁹ 

・「補助金交付決定日の前日から起算して６か月前の日」から「事業者内最低賃金引き上げ

確認期間」終了日までの間に、労働者の「解雇」、「時間あたり賃金額を引き下げること」 

や「所定内労働時間の短縮または所定労働日の減少を内容とする労働契約の変更を行い、

月当たりの賃金額を引き下げること」等を、どの労働者に対しても行っていないこと。 
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Ừ₈ ₉≤│⁸ ⌐⅔↑╢⁸Ɽה♩כ▪ꜟⱣ▬♩ ╩ 

╗ ≢∆⁹ ≢ ™╠╣╢₈ ₉ 

⁸ ₁─ ⌐⅔↑╢ ≤│ ⌂╢ ≢∆─≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

⌂ ⅝  

ה ⌐⁸₈ ₉ ─ ⅝ → ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸  

⅛ ─ ─ ⇔ ⌐ ⅜ ≢╙№╢ ╩ 

⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

™√∞ↄ │⁸ ─ │⁸ ≤⌂╡╕∆⁹╕√⁸Ɽ 

♩▬Ᵽꜟ▪ה♩כ ─ ╙⁸ ╩ ∫≡™╢ │ ╖╕∆ 

⅛╠─ │ ≢∆ ⁹ 

   ₈ ₉─₈ ─ ⌐≈™≡₉⌐│⁸ ⁸ ╣≡™╢ 

─ ⌐≈™≡⁸₈ ₉ ≤₈ ─ ₉─ ─™∏╣⅛⌐ ⇔≡ 

ↄ∞↕™⁹ 

     ₈ ₉ ─  

ה        ─₈ ─ ₉╩ ↄ⁸ ⁸ ╣ ⅛ ╩ ⇔√ 

╩ ∫≡™╢ Ɽה♩כ▪ꜟⱣ▬♩ ╗  

₈ ─ ₉ ┼─ ─  

ה  

ה        ─  

ה        ─ ─ ─ ⌐ ≠⅝⁸  

─ ╩ ≡ ─ ╩ ∫≡™╢  

ה         ╛ ⁸ ה ⌐╟╡⁸ ⁸ ╣ ⅛  

⇔≡™╢╙──⁸ ⅛ ╩ ⇔≡─ ™╩ ↑≡™ 

⌂™  ⌂≥ 

ה        ─™∏╣⌐╙ ⇔⌂™⁸ ╩ ∫≡™╢ ─℮∟⁸ 

⁸ ╣ ⅛ ─  

  ₈ ₉─₈ ─ ⌐≈™≡₉⌐⅔™≡⁸₈ ₉∕╣∙╣ 

⌐≈™≡⁸ ─ ™ ⌐⅔↑╢₈ ╕√│ ₉╩ ⇔⁸∕ 

─ ─ ╙ ™ ╕√│ ─ №╡ ⌐≈™≡⁸ ─₈  

₉ ⌐ủ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

    ─  

 

÷ ─ ⅛╠ ⇔≡ ─  

× ─  

    ─   

       

       ─ ⌐⅔↑╢ ≢ ⌐ ↕╣╢╙──╖  

         ÷ ⅛  

           ─ ⅛╠ ⇔≡ ⅛ ─  

× ─  
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    ─  

       

─ ⌐⅔↑╢ ≢ ⌐ ↕╣╢╙──╖  

         ÷ ─  

  ₈ ╕√│ ₉─ │⁸ ─≤⅔╡≢∆⁹ 

     ↕╣╢╙─  

       ⁸ ה ↕╣⌂™╙─╩ ↄ  

     ↕╣⌂™╙─  

       ⁸ ה ה ⁸ ⁸ 

       ⁸ ⁸ ─  

  ₈ ₉─₈ ─ ⌐≈™≡₉⌐⅔™≡⁸₈ ₉⌐  

─ ⅜™╢ ⌐│⁸₈ ₉ ≤⇔≡⁸ ₈ ─  

₉╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

  ₈ ₉─₈ ╩ ⅝ →╢ ⌐≈™≡₉─₈ᵕ  

╩ ╘√ ₉⌐≈™≡│⁸ ה ⇔√⁸╕√│  

ה ─ ≤⌂╢ ∆╕╡№╙☻כ◔─ ─  

╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹⌂⅔⁸₈∕─ ↓╣⌐ ∏╢╙─₉≤⇔≡│⁸  

╩ ╘√ ╩ ╘╢ ╙ ╕╣╕∆⁹ 

 ─≤⅔╡⁸ ⅝ → ─ ╩ ╘√ ─  

∕─ ↓╣⌐ ∏╢╙─ │⁸₈ ⅝ → ₉  

⌐ ™√∞ↄ₈ ⅝ → ₉ ≤ ∑≡ ™√∞⅝╕∆⁹ 

ה ─ ≢⁸₈ ⅝ → ₉⅜ ⇔≡™ 

╢⅛ ⅛≢⁸ ⅝⅜ ⌂╡╕∆⁹o₈ ⅝ → ₉  

⌐⁸ ╩ ↕∑≡ ╩ ⇔⁸ ⅝⌐ ╢↓≤│ ≢∆⁹x 

ᵑ ─ ≢⁸╕∞⁸₈ ⅝ → ₉⅜

⇔≡™⌂™  

 Ҝ  

   ќ ─ ⌐ ∂⁸ ─ ╩ ⌐ ╩  

─ ─ ╩ ↑√ ⅛╠─ ™ ⌐ ≠⅝⁸ ™  

 Ҝ₈ ⅝ → ₉  

₈ ⅝ → ₉⁸ ⅝ → ─ ╩ ⇔√

⅔╟┘₈ ⅝ → ₉─ ™ ⌐

⅜ ≢╙№╢ ⌐⅛⅛╢ ─╙─ ─ ⇔

╩  

   ќ ≥⅔╡─ ⅝ →⅜ ↕╣≡™╢↓≤ ╩ ⁸ ─  

    ╩ ⅎ√ ─ ╩ ─ ─ ╩ ↑√ 

⅛╠─ ™ ⌐ ≠⅝⁸ ™ ╖ ╩ ™√ ╩ ™  

ᵒ ─ ≢⁸ ⌐⁸₈ ⅝ → ₉⅜  

⇔≡™╢  

 Ҝ  

₈ ⅝ → ₉⁸ ⅝ → ─ ╩ ⇔√

⅔╟┘₈ ⅝ → ₉─ ™ ⌐
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⅜ ≢╙№╢ ⌐⅛⅛╢ ─╙─ ─ ⇔

╩  

 ќ ─ ⅔╟┘ ≥⅔╡─ ⅝ →⅜ ↕╣≡™╢↓≤ ╩  

⁸ → ╩ ╘√ ⌐≈™≡ ╩ ™  

 

↔  

⅝ → ⁸₈ ⅝ → ₉⌐⅔™≡⁸ 

╩ ╢ ≢ √⌐ ™ ╣√ ⁸₈ ₉ 

⅜ ⅝ ⅜╢↓≤⌐⌂╢√╘⁸ ⅝ →─ ╩ √↕⌂™↓≤⌐⌂╡╕∆⁹ 

↓─ ⁸ ─ ╩ ⅎ╢ │ ↕╣╕∑╪⁹ 

 

₈ ⅝ → ₉ ⌐ ™√∞ↄ₈ ⅝ →

₉⌐⅔™≡⁸₈ ─ ⅛╠ ⇔≡ ⅛ ─ ₉⅛╠₈  

⅝ → ₉ ╕≢─ ─₈ ₉ β ─ ╩↔ ™√∞⅝╕ 

∆⁹↓─ ⌐⁸™∏╣⅛─ ⌐ ⇔≡₈ ₉ β ⅜ ╦╣√ ⁸√≤ⅎ

⅝ →╩ ⇔√≤⇔≡╙⁸ ⌐⁸ ⅝ →─

≤⌂╡⁸ ─ ╩ ⅎ╢ ⅜ ↕╣╕∑╪⁹ 

β₈ ₉≤│⁸ ─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

∕─ ╛╗╩ ⌂™ ─√╘⌐ ─ ⅜ ≤⌂∫√  

⁸╕√│⁸ ─ ╘⌐ ∆═⅝ ⌐ ≠™≡ ⇔√ ╩ ⅝╕∆⁹↓ 

─ ╙⁸∕─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ─╒⅛⌐⁸ 

∕─ ─ ⌐╟╢↓≤⌂ↄ ╩ ↑≡ ⅜ ⇔√ ⁸╕√│⁸ ≤ 

 ⇔≡ ─ ⌐╟╡ ╩ ∆╢ ─ ╩ ∫√ ⌐⅔™≡⁸ 

 ⅜↓╣⌐ ∂√ ⁸ 

⅜ ∆╢™∏╣⅛─ ─₈ √╡ ₉ ╕√│  

╩ ⅝ →√  

─ ╕√│ ─ ∕─ ╛╗╩ ⌂™  

 ─√╘⌐ ─ ⌂ ⅜ ≤⌂∫√ ⁸╕√│⁸ ─ ∕─  

 ─ ⌐╟╢ ╩ ↄ⁹ ╩ ≤∆╢ ─ ╩ ℮↓≤⌐╟╡⁸ 

⅜ ∆╢™∏╣⅛─ ⌐≈™≡⁸ ╟╡╙ ╩ 

⅝ →√  

 

ᵑ⌐╟╡⁸ ─ ╩ ∫√ ⌐⁸ ╘≡₈ ⅝ → 

₉ ╩ ∆╢ ⁸₈ ⅝ → ₉ ⅜⁸ ─  

─ ╕≢⌐ ⌐ ↕╣⌂™≤⁸ 

⅝ →⌐╟╢ ─ ⅜ ╘╠╣⌂™ ⅜№╡╕∆⁹ 
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（３）「雇用を増加させる経営計画に基づく取り組み」の条件について（＊２） 

 

ה ─ ⌐ ↑≡ ╢ ╩ ∆╢√╘⁸ ─ ⌐ ≡ ∆╢

⌐│⁸ │ ⌐ ⅝ ⅜╡╕∆⁹ 

 

＜条件（全てに合致する場合のみ補助上限額の引き上げが認められます。）＞ 

・公募開始日（平成２８年１１月４日）以降、作成した経営計画・補助事業計画の実行を

目的として新たに従業員を雇用すること。 

・当該従業員を狭義の社会保険（厚生年金保険、健康保険）の被保険者とすること。 

・当該従業員を狭義の社会保険（厚生年金保険、健康保険）に加入させ、少なくとも補助

事業完了日まで雇用を継続させること。 

・補助事業完了日時点で公募開始日の前日（平成２８年１１月３日）よりも、狭義の社会

保険の被保険者である従業員数が純増していること。 

 

ה ⌐│⁸ √⌐ ⇔√ ⅜ ה ─ ⌐⅔™≡⁸≥─

╟℮⌂ ╩ ∫√─⅛╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ה ─ ⌐⁸ ─ ╩ √⇔≡™╢⅛╩ ∆╢√╘⁸ ─ ─ ⅜

≢∆⁹ 

₈ ╩ ↕∑╢ ╡ ╖ ₉ 

₈a ╕e√│a ─e ⇔₉

∆╢ ⅛╠ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

β ⌐ ╩ ↑√╙─╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

β ─ ╩ ∆╢√╘⌐ ™√∞ↄ╙─≢№╢√╘⁸ ─

⅛╠─ ⌐≈™≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

β ─ ⇔⌐≈™≡│⁸ ↕╣√ ─℮∟⁸

ה ─ ╩ ℮ ⅜ ⅛╦⅛╢╟℮⌂ ⅝

╩⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⌐⅛⅛╢₈ ₉ ⌐╟╡⁸  

⌐≈™≡ ה ⅜ ↑╠╣≡™╢ ─ ⇔ 

 

↔  

ה ─₈ √⌂ ₉≢⌂™ ⅛╠ ─ ─ ≢

⌂™ ≢№∫√ ╩⁸ ⁸ ┼─ ⌐╟╡ ─

─ ≤⇔√ │⁸ ─ ≤⌂╡╕∆⁹ 

ה √⌐ ╩ ⇔⁸ ⌐ ⇔ ─ ╩ ⇔√⅜⁸

╕≢ ⅜ ≢⅝⌂⅛∫√ ⌐│⁸ ─ ≤⌂╡╕∆⁹ 

ה √⌐ ⇔√ ─ ⅜ ╕≢ ⇔≡╙⁸ ─ ─

≢№╢ ⅜ ≤ ═≡ ⇔≡™⌂™ ⌐│⁸ ─ ≤⌂

╡╕∆⁹ 

ה ─™∏╣⅛─ ⅛╠ ─ ≤⌂∫√ ⌐│⁸ ─

≤⌂╡╕∆⁹ 
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（４）「買物弱者対策に取り組む事業」の条件について（＊３） 

╛ ─ ─ ⅝⌂ ⌐ ™⁸ ╛ ⁸ ה ─

⌐ ⌂₈ ▬fiⱨꜝ₉⅜ ⇔≡™╕∆⁹ 

▬fiⱨꜝ≢№╢ ╛ ─ ⌐╟╡⁸ ─ ─ ╛ ⌐

╩☻ⱦכ◘⌂ ↑╢─⌐ ⌂ ⌐ ⅛╣≡™╢ ₁ ⁸₈ ₉≤∆╢⁹ │

⌐№╡╕∆⁹ │⁸ ╠ ╩ ≢⅝⌂™ ╛ ™≡ ↑╢ ⌐

╩ ℮ ─ ⅜ ⇔≡™╢ ╩ ⁹  

─ ─ ⅜ ↕╣╢ ⁸ ⅜ ⌐▪◒☿☻ ⌂ ╩

℮ │⁸ ▬fiⱨꜝ╩ ⅎ╢ ≤⇔≡⁸╕∆╕∆ ⅜ ╕∫≡™╕∆⁹ 

│⁸ ─ ⌂ ─ ╡ ╖╩ ⇔⁸ ─ ╩ ∆

╢╙─≢∆⅜⁸ ≤⇔≡⁸ ─ ≢№╡ ─ ─ ─ ⌐

↑√ ╡ ╖ ╩ ℮ ⌐≈™≡│⁸ ⅜ ⌐

⅝ ⅜╡╕∆⁹ 

 

─ ─▬ⱷכ☺  

ה כⱤכ☻⌐ ⅜⌂ↄ ⅜ ⌐ ╩ ∂≡™╢ ⌐⅔™≡⁸ ╩ ⇔⁸

─ ╩ ℮↓≤≢⁸ ─ ⅎ╢ ╩ ∆╢⌂≥⁸ ◖Ⱶꜙ♬

♥▫ ⌐ ∆╢ ╡ ╖⁹ ⅎ┌⁸ │₈ ₉⁸ ─ │

₈ ₉≤⇔≡ ≤⌂╡╕∆⁹  

ה ≢─ ⅜ ⌂ ה ⌐ ⇔⁸ כ◦◒♃ ≤ ⇔⁸ ┼

─ ╩ ™⁸ ╩☻ⱦכ◘ ∆╢↓≤≢⁸ ⅝ ⅝≤⇔√ ⌐ ∆╢ ╡ ╖⁹

ⅎ┌⁸ ╩ ∆╢ ─ │₈ ₉⁸ ─Ᵽꜞ▪ⱨꜞכ │₈

₉≤⇔≡ ≤⌂╡╕∆⁹  

 

⌂ ⅝  

ה ∆╢ ⅜₈ ₉⌐ ╡ ╗ ≢№╢≤⇔≡⁸ ─ ⅝

→╩ ∆╢ ⌐│⁸₈ ₉╩ ⇔⁸ ╩ ∆╢ ⌐╟╢₈

₉─ ה ╩ ↑≡⁸™∏╣╙ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ה ╡ ╙℮≤∆╢ ⅜⁸ ─ ⌐⅔↑╢₈ ₉─ ─

⌐ ∆╢≤ ⅜ ╘√ ⌐⁸₈ ₉─ ╩ ↑╠╣╕∆─≢⁸╟ↄ↔

ↄ∞↕™⁹ 

₈ה ₉─ ⌐│ ─ ⅜⅛⅛╡╕∆⁹ ╕≢⌐ ⌂ ╩╙∫≡⁸⅔ ╘⌐

↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

（５）「海外展開に取り組む事業」の条件について（＊４） 

ה ⌐⅔↑╢ ≢─ ╩ ⌐ ∆╢ ⅛╠⁸ ⌐⅔™≡⁸₈

⌐ ₉⁸₈ ┼─ ─ ≤─ │ ↄ ₉⁸₈ ╩ ₉∆

╢ ⁸₈ ₉≤∆╢⁹ ⅜⁸ ⌐ ╕╣≡™╢ ⌐│⁸

⅜ ⌐ ⅝ ⅜╡╕∆⁹ 

₈ה ₉ │⁸ ≢ │≢⅝╕∑╪⁹ 

₈ ₉≤∕╣ ─ ╩№╦∑≡ ╡ ╗ ╩ ∆╢↓

≤ │ ™╕∑╪⇔⁸∕─ ⌐│ │ ⌐ ⅝ ⅜╡╕∆⁹ 
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ה ⌐⁸₈ ₉⌐ ╡ ╘⌂⅛∫√ ⁸╕√│ ╡ ╪∞

↓≤⅜╦⅛╢ ⁸ ꜞ☻♩⁸ ─ ⁸

─ ╩ ⌐ ≢⅝⌂™ ⌐│⁸ ╩ √⇔╕∑╪⁹ 

ה ⌐⅔™≡⁸ ╩ √↕⌂™ ⌐│⁸ ─ ≤

⌂╡╕∆⁹ 

 

６．申請手続 

（１）受付締切と手続きの流れ 

   

受付開始：平成２８年１１月 ４日（金） 

  

受付締切：平成２９年 １月２７日（金）［締切日当日消印有効］ 

  

【補助金申請の手続きの流れ】 

ᵑ₈ ₉ ⅔╟┘₈ ₉ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

ᵒ₈ ₉ ⅔╟┘₈ ₉ ─ ⇔╩ ─

⌐ ─℮ⅎ⁸₈ ₉ ─ ה ╩

⇔≡ↄ∞↕™⁹ ╕≢⌐ ╩╙∫≡⅔ ╘⌐⅔ ⇔ↄ∞↕™⁹  

 

ᵒ⌐⅔™≡ ⅔╟┘ ─ ⇔╩ ─ ┼ ⇔√ ⁸

⅜№╣┌⁸ ╩ ה ⇔≡⁸ ┼ ⇔≡╙ ™╕∑╪⁹√∞⇔⁸

∕─ ⌐│⁸ ⌐ ⌐ ⇔√ ─ ⇔╩⁸ ─ ⌐ ⇔

≡ↄ∞↕™⁹  

─ ⌐₈ ₉ ─ ╩ ∆╢ ⌐│⁸ ≢⅝√

─ ╙ ∑≡↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

ᵓ ⁸ ─ ⅜₈ ₉ ╩ ∆╢─≢⁸ ↑ ∫≡ↄ∞↕

™⁹ 

 

ᵔ ╕≢⌐⁸ ⌂ ╩ ≡∕╤ⅎ⁸ ⌐ ─

─ ╕≢⁸ ⌐╟╡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ │ ↑ ↑╕∑╪⁹  

 

 

│⁸ ⅜⁸ ה ─ ╛ ─

─ ⌐⁸ ─ ╩ ↑⌂⅜╠ ╡ ╗ ≢∆⁹↓─√╘⁸ ─ ─

╖≢⁸ ─ ┼ ╛₈ ₉─ ╩ ℮↓≤│≢⅝╕∑╪⁹ 
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＜共同申請の場合の事業支援計画書（様式４）の作成・交付について＞ 

１．全ての共同事業者が同一商工会地区

の場合 

⅜ ╩╕≤╘≡ ─

╩ ה ⇔╕∆⁹ 

２．代表事業者がＡ商工会地区に所在す

るほか、Ｂ商工会（あるいはＣ商工

会議所）地区にも参画事業者がいる

場合 

⅜ ─ ╩ ה ∆╢

╒⅛⁸ №╢™│ ⅜

─ ╩ ה ⇔╕∆⁹ 

≡─ ╩ ≈⌐╕≤╘⁸∕─ ─ ≤

№╦∑≡⁸ ⅜ ╩

┼ ∆╢╙─≤⇔╕

∆⁹  

（参考）代表事業者がＤ商工会議所地区

に所在するほか、Ｅ商工会地区

にも参画事業者がいる場合 

⅜ ─ ⌐│⁸

┼─ │≢⅝╕∑╪⁹

─ ╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

 ↓─ ⌐│⁸ ⅜ ─

╩ ה ∆╢╒⅛⁸ ⅜

─ ╩ ה ⇔╕∆⁹ 

 

＜従業員の賃金を引き上げる取り組みを行う事業者＞ 

 ─ ╩ ⅝ →╢ ╡ ╖╩ ℮↓≤≢⁸ ─ ⅝ →╩ ∆╢

│⁸ ─₈ ─ ⅝─ ╣₉⌐№╢ᵑ ᵔ─╒⅛⁸ ⌐₈ ─

⅝ → ₉ ⅔╟┘ ─ ⇔ ─ ⅜ ≤⌂╡╕

∆⁹ 

 

＜買物弱者対策に取り組む事業を実施する事業者＞ 

 ⌐ ╡ ╗ ≤⇔≡ ─ ⅝ →╩ ∆╢ │⁸ ─₈

─ ⅝─ ╣₉⌐№╢ᵑ ᵔ─╒⅛⁸ ⌐₈a ─ ╡ ╖ₑ⌐

∆╢ ₉ ⅔╟┘₈a ₑ ₉ ─ ⅜ ≤⌂╡

╕∆⁹ ╩↔ ─℮ⅎ⁸ ┼─ ─ ⌐

⌐ ℮╟℮⁸ ╩ ∆╢ ─ ה ─ ⌐ ⅝ ─ ה

╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

（２）香川県商工会連合会（補助金地方事務局）への申請書の提出先・問い合わせ先 

    

    ₔ760- 0066  

      

   ợ │⁸ ⌐╟╡↔ ↄ∞↕™ ─╖⁹ │ ↑ ↑╕∑╪ ⁹ 

ợ ™ ╦∑ │⁸ ─ ⌐≡ ↑ ↑╕∆⁹ 

   ợ │⁸8:30 12:00⁸13:00 17:00 ה ↄ ≢∆⁹ 

 

 ủ ─ ≢ ╩ ╪≢™╢ ⌐≈™≡│⁸ ⁸

⅜ ∆╢ ╩↔ ↄ∞↕™ ┼─

│≢⅝╕∑╪ ⁹  
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（３）提出資料 

    к ≢ ╘╢ . 73 ╩₈  

₉⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

    ⌂⅔⁸ ⌐ ∂≡ ─ ⅔╟┘ ╩ ╘╢↓≤⅜№╡╕∆⁹╕√⁸

─ │™√⇔╕∑╪⁹ 

 

（４）応募件数 

    ⅛╠─ │ ≤⇔╕∆⁹ 

≤ ≤─ ╛⁸ ─ ┼─ │ ╘╠╣╕∑

╪⁹ ⅜ ⁸ ⅜ ⇔√ ⌐│⁸∆═≡ ≤⌂╡╕∆

⌐ ⅜ ⇔√ ╙⁸ ∫≡ ╩ ╡ ⇔╕∆ ⁹ 

     ─ ╩ ⇔≡™╢ ╙ │ ─╖≢∆⁹ 

 

ₒ ⅔╟┘ ≤─ 

⌐≈™≡ₓ 

ủ╟╡ ↄ─ ⌐ ┼ ╡ ╪≢™√∞ↄ√╘⁸ ⅜⁸  

⌐ ╩ ⇔≡™╢₈ ₉╛₈  

₉≤ ─ ┼─ │≢⅝╕∑╪⁹ 

     √∞⇔⁸ ╕√│ ─ ⌐  

⇔⁸ ≤⌂∫√ ⅜ ┼ ∆╢↓≤│ →╕∑╪⁹ 

 

（５）過去の「小規模事業者持続化補助金」（平成 25 年度補正、平成 26 年度補正、平成 27

年度補正）に係る補助事業者からの応募について 

    ⌐ ה ╩ ∫√⁸ ─₈ ₉ 25

⁸ 26 ⁸ 27 ─ ≢ ╩ ↑⁸ ╩

⇔√ │⁸↓╣╕≢⌐ ⇔√ ≤ ⌂╢ ≢№╣┌ ≢∆⁹

⌂╢ ≢№╢↓≤╩⁸₈ ₉ ─ ─ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

   ⌂⅔⁸ ─ ⅜⁸ ⁸ ⌐ ∆╢ ╙ ≢∆⁹ 

   ⅜ ⁸ ⌐ ⇔√ ≤ ∂ ≢№╢↓≤⅜ ⇔√ ⌐│⁸

≤⌂╡╕∆ ⌐ ⇔√ ╙⁸ ∫≡ ╩ ╡ ⇔╕∆ ⁹ 

 

７．採択審査 

（１）採択審査方法 

   ─ │⁸ ⌐≈™≡⁸₈ ─ ₉ . 64 ⌐ ≠⅝⁸

⌐╟╡ ↕╣╢ ⌐⅔™≡ ™╕∆⁹ 

│ ≢ ♃כ♦ ╗ ⌐╟╡ ™╕∆ ⌐ ∆

╢ⱥ▪ꜞfi◓│ ⇔╕∑╪⁹ ─≢⁸ ─⌂™╟℮ ↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

（２）結果の通知 

    ─ ⌐│ ⌐ ⇔≡⁸ ╕√│ ─

╩ ⇔╕∆⁹ 

    ⌐≈™≡│⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸
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⁸ ─ ⅔╟┘ ╩ ∆╢↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

   β ─ ⌐≈™≡─ ™ ╦∑⌐│ ∂⅛⌡╕∆⁹ 

 

（３）その他 

ה ⅜ ≢ ─ ─ ╛ ≤ ⇔≡™╢ ⌐│⁸

⌂ ⅔╟┘ ⌂ ╩ ∆╢√╘⁸ ⇔≡ ™√⇔╕∑╪─≢↔ ↄ∞

↕™⁹ 

ה ↕╣√ ≢№∫≡╙⁸ ─ ⌐╟╡ ⅛╠ ↕╣╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

ה ─ ╩ ╢≤ ╩ ≢⅝╕∑╪─≢⁸⅔ ⅎ─⌂™╟℮↔ ↄ

∞↕™⁹ 
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表１：審査の観点 

Ⅰ.基礎審査 

 ─ ╩ ≡ √∆╙─≢№╢↓≤⁹ ╩ √↕⌂™ ⌐│⁸∕─ │ ≤⇔⁸

∕─ ─ ╩ ™╕∑╪⁹ 

 ᵑ ⌂ ⅜∆═≡ ↕╣≡™╢↓≤ 

 ᵒ₈ ₉ . 38 40 ⅔╟┘₈ ₉ . 41 43 ─ ⌐

∆╢↓≤ 

 ᵓ ╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ╩ ∆╢↓≤ 

 ᵔ ⅜ ⌐ ⇔⁸∕─ ╛ⱡ►Ɫ► ╩ ⌐⇔√ ≢№╢↓≤ 

Ⅱ.加点審査 

ה ⌐≈™≡⁸ ─ ⌐ ≠⅝ ╩ ™⁸ ⌂

⅜ ™╙─⅛╠ ⌐ ╩ ™╕∆⁹ 

 ᵑ ─ ─  

  ợ ─ ╛☻ⱦכ◘ה ─ ╖╩ ⌐ ⇔≡™╢⅛⁹ 

 ᵒ ה ≤ ─ⱪꜝfi─  

ợ ה ≤ ─ⱪꜝfi│⁸ ─ ╖╩ ╕ⅎ≡™╢⅛⁹ 

  ợ ה ≤ ─ⱪꜝfi│⁸ ≤∆╢ ─ ╩ ╕ⅎ≡™╢⅛⁹ 

 ᵓ ─  

ợ │ ≢⁸ ⌐≤∫≡ ⅜ ™╙─≤⌂∫≡™

╢⅛⁹ 

ợ ⌂ ╩ ∆╙─≤⇔≡⁸ │⁸ ─ ─ ה ╩

∆╢√╘⌐ ⅛≈ ⌂╙─⅛⁹ 

─ ⅜⁸ ≡─ ⌐⅔↑╢⁸∕╣∙╣─  

─ ─ ה ╩ ∆╢√╘⌐ ⅛⁹  

  ợ ⌐ ⌂╠≢│─ ─ ⅜№╢⅛⁹ 

  ợ ⌐│⁸ ╩ ⌐ ∆╢ ╡ ╖⅜ ╠╣╢⅛⁹ 

 ᵔ ─ ה  

  ợ ─ ה ⅜ ה ≢⁸ ⌐ ⌂╙─≤⌂∫≡™╢⅛⁹ 

 

 ⌐ ⇔√ ─₈ ₉ 25 ⁸ 26

⁸ 27 ≢ ╩ ↑≡ ╩ ⇔√ ⌐≈™≡│⁸ ╩

⇔≡⁸∕╣∙╣ ─ ╩ ╕ⅎ√ ╩ ╣≡™╢⅛⁸ ─

≤ ⇔⁸ ⌐ ⌂╢ √⌂ ≢№╢⅛⁸≤™∫√ ⅛╠╙ ╩ ™╕

∆⁹ 

 ᵑ ⇔™ ─ ⌐№∫≡ √⌂ ╩ ∆ ≤⇔≡⁸ ─ ─ 

⸗♦ꜟ≤⌂╢↓≤⅜ ≢⅝╢ ⁸ᵒ ⌐ ⇔ ─ ⌐≈⌂⅜╢  

╡ ╖╩ ℮ ⁸⌐≈™≡│⁸ ⅛╠ ╩ ™╕∆⁹╕√⁸╟╡ ↄ─ 

⌐ ╩ ™√∞↑╢╟℮⁸ ─ ⌐ ∂≡ ⌐  

╩ ™╕∆⁹ 

Ⅲ．その他 

₈ ₉ ∆╢ ─ ⅜ ─ ╩ ⇔╕∆⁹ ⅜ ─

↕╣╢╟℮⁸ ⌐ ⇔╕∆⁹ 
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８．事業実施期間等 

・交付決定日から実施期限（平成２９年１２月３１日（日））まで≢∆⁹ 

 ╕≢─ ≢⁸ ╩ ─ ™╕≢ ╖╕∆ ⇔√

╩ ∆╢ ⁸╕√│ ─™∏╣⅛ ™

╕≢⌐ ⅔╟┘ ╩ ╡╕≤╘⁸ ⇔⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ ™√∞

™√ ⌐ ≠⅝⁸ ⅝⌐ ╡╕∆⁹ 

 

９．補助事業者の義務 

 ─ ≤⌂∫√ │⁸ ─ ╩ ╠⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹╕√⁸

. ─₈ ₉⌐≈™≡⁸ ⌐↔ ↄ∞↕™⁹ 

①交付決定 

⌐≈™≡│⁸ ─ ╩ ⇔⁸ ⌐₈ ₉ ╩

∑≡ ⇔≡™√∞⅝⁸ ≢⅔ ⅛╡⇔√ ⁸ ⌐ ⇔╕∆ ₈

₉─ │⁸₈ ₉ ╩ ⁹ 

─ ≤⌂∫√ │⁸ ─ ⌐ ╢ ⌂ ⅝╩ ╦⌂↑╣┌⌂╡

╕∑╪⁹ 

─ ⌐№√∫≡│⁸ ╩ ⇔≡ ⇔⌂↑╣┌⌂╡

╕∑╪ ⅔╟┘ ╩ ╘ ⅛╠ ⇔≡ ╩ ℮ ⁹

⌐≈™≡│⁸ . 71₈ ₉╩ ↄ∞↕™⁹ 

⌂⅔⁸ ≤⌂∫≡╙⁸ ≢ ─ ─ ⅜ ↕╣√ ⌐

│⁸ ─ ה ╩ ╘╕∆⁹ ╩ ↑≡╙ ⌐ ⅝

→ ╩ √⇔≡™⌂™≤ ╘╠╣╢ ⌐│⁸ ⅝ →⅜ ↕╣╕∑╪⁹

╕√⁸ ─ ⅜ ↕╣√ ⌐│⁸ ╩ ™≡ ╩ ∆

╢╟℮ ⅛╠ ╩ ↑╕∆⁹  

②事業計画内容や経費の配分変更等 

  ╩ ↑√ ⁸ ─ ─ ╛ ╩ ⇔╟℮≤∆╢ ⁸╕√│

╩ ⁸ ╡╛╘ ╛ ⌐ ↕∑╟℮≤∆╢ │⁸

⌐ ╩ ⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ 

③補助金の交付 

     ╩ ⇔√≤⅝⁸╕√│ ⁸ ─ ╩ ↑√≤⅝│⁸ ╩

⇔⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ ⇔√ ─ ≤ ─ ⌐╟╡ ∆═⅝

─ ╩ ⇔√ ⁸ ™≤⌂╡╕∆ ≢│⁸₈ ─ ╩ ⅝ →╢

╡ ╖₉╩ ℮ ≢⁸ ⅝ → ╩ ⇔√⁸ ─ ─

─ ╩ ↑√ ⁸≤™℮ ╩☻כ◔ ⅝⁸ ™│ ╘╠╣╕∑╪ ⁹ 

  ⌂⅔⁸ │ ⁸ ™╩ ↑√ ⌐⅔↑╢ ≤⇔≡ ∆╢╙─≢№

╡⁸ ה ─ ≤⌂╡╕∆⁹ 

④補助対象事業の経理 

⌐ ╢ ⌐≈™≡⁸ ╛ ─ ≤⌂╢ ⌐≈™≡│⁸

⁸ ─ ╕≢ ⇔⌂↑╣┌⌂╡╕

∑╪⁹ 

╕√⁸₈ ─ ⌐ ∆╢ ₉╕√│₈ ─ ⌐ ∆╢ ₉⌐
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∫√ ─№╢ ─ ⅔╟┘ ⌐ ╘≡ↄ∞↕™⁹ ─ ⌐ ∆

╢ ─ ⌐≈™≡│⁸ . 71₈ ₉╩ ↄ∞↕™⁹ 

 

１０．その他 

 ᵑ ╩ ∆╢↓≤⌐╟╡ ⅜ ⇔√ │⁸∕─ │

⌐ ⇔╕∆⁹ 

 ᵒ ─ ─√╘⁸ ⅜ ⌐

╢↓≤⅜№╡╕∆⁹╕√⁸ ⁸ ⌐⅛⅛╢ ─

⌐ ╢↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

 ᵓ ≤⇔≡⁸ ─ ⌐№√╡⁸ ╛ ─

⅜≢⅝⌂™ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ╢ │ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 ᵔ ⁸ ⅜ ⌐ ╢↓≤⅜№╡╕∆⁹↓─ ⌐╟╡

─ ─ ⅜⌂↕╣√ ⌐│⁸↓╣⌐ ╦⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ 

ᵕ ⅜₈ ⌐ ╢ ─ ─ ⌐ ∆╢

₉ ⌐ ∆╢ ─ ┼─ ⁸ ⌂≥ ╩⇔√

⌐│⁸ ─ ─ ה ─ ╩ ╗ ⁸ ─ ─

╩ ℮↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

╕√⁸ ⌐ ⇔≡™╢↓≤⅜ ╠⅛⌂ ⁸ ⌐╟╢ ─╒⅛⁸

⁸ ╛ ╖ ─ ⅝ ─ ╩ ↑╢

⅜№╡╕∆⁹ 

 ᵖ │⁸ ─ ╕√│

≢ ⇔√ ─ ─ ⌐ ∆╢

⌐ ⇔╕∆⁹ 

⇔√⅜∫≡⁸ ╩ ─ ─ ⌐ ⇔√ ─ ╕√│

⌐ ≡√ ⌐│⁸ ╕√│ ─ ╩ ∆╢↓≤⅜

≢⅝╕∆⁹ 

ᵗ ─ ⌐ ⇔⁸ ╩ ⇔≡ ╡ ╗ ╛∕─ ╩

∆╢√╘─▪fi◔כ♩ ╩ ∆╢↓≤⅜№╡╕∆ ─ⱨ◊꜡כ▪♇

ⱪ ╗ ─≢⁸∕─ ⌐│↔ ╩⅔ ™™√⇔╕∆⁹ 

ᵘ ⅛╠ ╩ ℮ ⌐│⁸ ⌐ ╕╣╢ ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╡╕

∑╪⁹ ─ ╩ ∆╢ ≢№∫≡╙⁸ ─

⌐ ⇔⌂™╙─│ ≤⇔≡ ≢⅝╕∑╪⁹ ⌐⅔™≡

≢ ⌂ ╩☻ⱦכ◘ה ⇔√ ╙ ≢ ⇔√ ≤ ≤╖⌂↕╣⁸

│ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 ᵙ ⌐⁸ ⌐ ╢ ╩ ⇔√₈ ─ ⅝₉╩

⅛╠ ™√⇔╕∆⁹ ⌐₈ ─ ⅝₉╩ ∏ ─℮ⅎ⁸

│ ⌐⅔ ∑ↄ∞↕™⁹ 
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Ⅲ．参考資料 

【参考１】日本標準産業分類に基づく業種分類 

 

 ⌐ ≠ↄ⁸ │ ─≤⅔╡≢∆⁹ ─

│⁸ ─ ↑─ ⌐⅔™≡│⁸₈ ∆╢ ₉─ ⅜ ⁸∕╣ ─

│ 20 ─ ┘ ≤⌂╡╕∆⁹ ⌐│ ─ ⅜№╡╕∆⅜⁸ ⌐

─ ⅜≢⅝╢ │ .  38₈ ₉⌐ ─ ⌐ ╠╣╕∆⁹ 
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β ⅜ ─ ⌐│⁸↔ ≢ ⌐№╢ ₈ ┘

₉ ⱱכⱶⱭכ☺ ╩↔ ─℮ⅎ⁸ ╙ ≡│╕╢ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_0300002 3.html    

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
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【参考２】みなし大企業について 

 

 ─™∏╣⅛⌐ ∆╢ │₈╖⌂⇔ ₉≤⇔≡⁸ ─ ≤⇔╕∆⁹ 

ה   ─ ╕√│ ─ ─ ─ ╩ ─ β ⅜ ⇔

≡™╢  

ה   ─ ╕√│ ─ ─ ─ ╩ ⅜ ⇔≡™╢

 

ה   ─ ╕√│ ╩ ⌡≡™╢ ⅜⁸ ─ ─ ╩ ╘≡™╢

 

 

   β  ↓↓≢™℮ ≤│⁸ ⌐ ∆╢ β ─ ≢ 

∆⁹√∞⇔⁸ ─ │ ≤⇔≡ ╡ ™╕∑╪⁹ 

ה      ⌐ ∆╢  

ה      ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢  

 

   β  ⌐ ∆╢ │ ─≤⅔╡≢∆⁹ 

 ─  

∕─  ─ │ ─ ⅜ ─  │ 

∆╢ ─ ⅜ 300 ─ ┘  

   ─ │ ─ ⅜ ─  │ 

∆╢ ─ ⅜ 100 ─ ┘  

   ─ │ ─ ⅜ ─  │ 

∆╢ ─ ⅜ 50 ─ ┘  

☻ⱦכ◘  ─ │ ─ ⅜ ─  │ 

∆╢ ─ ⅜ 100 ─ ┘  

 

【参考３】旅費の支給基準について 

 

 ⌐ ∆╢ │⁸ ⅜ ╘╢ ⌐╟╡ ∆╢↓≤≤⇔╕∆⁹ 

ה  ╙ ⌂ ─ ⅔╟┘ ⌐╟╡ ⇔√ ─ ⌐╟╡ ∆╢⁹ 

ה  │ ─ ⌐ ≠ↄ ╩ ≤⇔⁸ │ ╘⌂™╙─≤∆╢⁹ 

─⧵ה  ⌐ ∆╢ │ ⌐ ∆╙─≤∆╢⁹ 

 

   

   

 10,900 9,800 

 

 

⁸↕™√╕ ⁸

⁸ ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ⁸

⁸  

─∆═≡ 
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 19,300 16,100 12,900 11,600 

 

▪ⱷꜞ◌ ⁸◌♫♄  

꜡◘fi♀ꜟ☻⁸♬ꜙ⁸◒כꜜכ 

◘fiⱨꜝfi◦☻◖⁸꞉ ◦fi♩fi

D.C 

 

ủ 

  

 

▬◑ꜞ☻⁸ⱨꜝfi☻⁸

♪▬♠⁸▬♃ꜞ▪⁸ ⅛

 

☺ꜙⱠכⱩ⁸꜡fi♪fi⁸Ɽꜞ ủ 

  

꜡◦▪⁸ⱳכꜝfi♪⁸

♅▼◖⁸Ɫfi●ꜞכ  
⸗☻◒꞉ 

 
ủ 

 

 
▪Ⱪ♄ⱦ⁸☺♇♄⁸◒►▼⁸♩כ 

ꜞꜘ♪ 
ủ 

  

▪☺▪ 

▪☺▪ ▬fi♪◦♫

◦fi●ⱳ⁸▬♃⁸ꜟכ

Ⱶꜗfiⱴ⁸כⱴ꜠כ◦▪╩

╗ ⁸▬fi♪Ⱡ◦▪⁸ⱨ

▫ꜞⱧfi ⁸ ⁸

 

◦fi●ⱳכꜟ 

 

ủ 

 

▪☺▪ ▬fi♪ ⁸

▪☺▪ ⁸

 

   

ủ 

    ủ 

☺כꜙ♬⁸▪ꜞꜝ♩☻כ○

◦fi♪⁸ⱳꜞⱠ◦▪⁸Ⱶ◒꜡Ⱡꜝכ

▪⁸ⱷꜝⱠ◦▪  

  

ủ 

 

▪ⱨꜞ◌ ▪ⱦ☺ꜗfi   ủ 

 

 

【参考４】謝金の支出基準について 

 

 ⌐≈™≡ ⌐╟╢ ╘⅜⌂™ ⁸ ⌐ ╘╢ ⌐╟╡ ∆

╢↓≤≤⇔╕∆⁹ 

 

  

  ─  
─ ⌐№╢

─  
  

ᵑ 11,300  

17  
ה ה

 
ה  ᵒ 9,700  

ᵓ 8,700  
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ᵔ 7,900    

ᵕ 7,000 2 
12  

  

ᵖ 6,100    

ᵗ 5,100  
12  

  

ᵘ 4,600 ה ה    

ᵙ 3,600  12  1 1 

ᵚ 2,600 2 8  2 2 

ᵛ 1,600 3 4  3 3 

 

 

【参考５】消費税等仕入控除税額について 

 

 ⁸ │ ─ ≤⌂╢ ≢│⌂ↄ⁸ ≤⌂╢√╘⁸ ⌐

╩ ╗ ⅜ ↕╣√ ⁸ ≤⇔≡ ↑√ ╙ ─ →⌐≤╙⌂℮

⅛╡ ─ ⌐│⌂╡╕∑╪⁹ 

 ⌐ ╢ ╣⌐≤╙⌂™⁸ ⅜ ∆╢↓≤≤⌂╢√╘⁸↓─ ≤

⅜ ⌐⌂╠⌂™╟℮⁸ ≤⇔≡ ╘ ⅛╠ ╩ ⇔≡⅔ↄ↓≤≤⇔

╕∆⁹ 

 √∞⇔⁸ ⌐ →╢ ⌐№∫≡│⁸ ─ ⌐ ╩⅝√∆ ╣⅜№╢√╘⁸

╩ ⌐ ╘≡ ╩ ≢⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

ᵑ ⌐⅔↑╢ ≤⌂╠⌂™  

ᵒ ≢№╢  

ᵓ ≢№╢  

 

・（様式３）補助事業計画書（２．経費明細表）右上の「税抜・税込」の選択区分 

・（様式５）小規模事業者持続化補助金交付申請書（６．消費税の適用に関する事項） 

に記載の区分には、以下を確認のうえ、いずれかに必ず○を付けてください。 

事業者の区分 課税事業者 免税・簡易課税事業者 

補助対象経費の記載 「税抜」に○ 「税込」に○が可能 

β ⌐╟╢ ─ ⌐│⁸ ∆╢ ⌐ ה ⅜™╢ ≢

╙⁸ ⌐≡ ™√∞ↄ╟℮⅔ ™™√⇔╕∆⁹ 

 

 

【参考６】中小企業の会計に関する基本要領等について 

 

 ─ ⌐ ∆╢ │⁸ ─ ⌂ ⌐ ⇔⁸∕─

⌐ ∆╢√╘⁸ ⅜ ─ ╩ ∆╢ ⌐⁸ ∆╢√╘─

╛ ╩ ⇔√╙─≢∆⁹ 

 ╕√⁸ ─ ⌐ ∆╢ │⁸ ⅜ ⌐ ∫≡™╢

⅜ ╢↓≤⅜ ≤↕╣≡™╢╟℮⌐⁸ ─ ╩ ∫√ ╩ ⇔√╙─≢∆⁹ 

 β ⌐≈™≡│⁸ ⱱכⱶⱭכ☺╩ ↄ∞↕™⁹ 

  http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/index.htm   

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/index.htm
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【参考７】収益納付について 

 

₈ ⌐ ╢ ─ ─ ⌐ ∆╢ ₉ ─ ⌐╟╡⁸ ─

╩ ↑≡ ℮ ─ ⌐╟╡ ⅛╠ ╩ ™√ ⅜ ∂√ ⌐│⁸

╩ ≤⇔≡ ─ ╕√│ ⌐ ∆╢ ╩ ┼ ⇔≡™√∞ↄ ⅜№╡

╕∆ ↓╣╩₈ ₉≤ ™╕∆ ⁹ 

⌐≈™≡│⁸ ╕≢⌐ ∂√ ⌐≈™≡⁸ ⌐⁸ ∆

═⅝ ⅛╠ ╩ ⇔≡ ∆╢ ™≤⌂╡╕∆⁹ 

⌂⅔⁸↓↓≢ ℮₈ ⌐╟╡ ∂√ ₉≤│⁸ ╩☻כ◔⌂℮╟─ ⇔≡™╕

∆⁹ 

  

⌐╟╡ ⅜ ∂╢ Ҝ ∆═⅝ ⅛╠ ∆╢ ─☻כ◔  

╩ ∫≡ ⇔√ ≢ ⇔√ ─ ⌐╟╢ ⅜

─  

╩ ∫≡ ⇔√ ─Ⱡ♇♩◦ꜛ♇ⱪ ™ ◌◗⁸ ─ ─ ≢

─ ╛⁸ ─ ∆╢▬fi♃כⱠ♇♩◦ꜛ♇Ⱨfi◓⸗כꜟ≢─ ⌐╟╢

⅜ ─  

╩ ∫≡ ╕√│ ∆╢ ≢─ ⌐╟╢ ⅜

─  

╩ ∫≡ ⇔√ ─ ⌐╟╢ ⅜ ─  

─√╘─ ☿Ⱶ♫כ╩ ≢ ∆╢ ⌐⁸ ⅛╠ ∆╢

⅜ ─  

≢ ╩ ⇔⁸ ≢─ ⌐╟╢ ⅜ ─

 

 

⌂℮╟─☻כ◔╢№⌐ ╩ ℮ │⁸₈

₉⌐№╢₈ ⌐ ⇔≡ ∏╢ ⌐ ∆╢ ₉│₈№╡₉≤ ─℮ⅎ⁸

⌐ ∆╢ ≤⇔≡₈ ⅛╠ ∆╢ ₉⁸₈ ≢─ ⌐╟╢ ₉

≤ ⌐↔ ↄ∞↕™⁹ 

⌂⅔⁸₈ ─ ⌐ ╦╡╩╙√⌂™ ─ ₉⁸₈♅ꜝ◦─ ╛ ₉⁸₈ⱱכⱶⱭכ

☺─ ה Ⱡ♇♩◦ꜛ♇ⱪ ╩ ↄ ₉⁸₈ ─ ₉⁸₈ ₉⁸₈ ─ ⁸

₉⌂≥│⁸ ≤─ ⅜ ∏⇔╙ ≢⌂™√╘⁸↓↓≢™℮₈ ⌐╟╡ ∂

√ ₉⌐│ ⇔⌂™≤ ⅎ╕∆⁹  
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Ⅳ．応募時提出資料 

↔ ≢─ ─√╘⁸ ≢⅝√ ─ẽ⌐ἧ ♅▼♇◒ ╩ ↑╕⇔╞℮⁹  

 提出物 必要部数 備考 

応募者全

員 

□①小規模事業者持続化

補助金事業に係る     

申請書（様式１－１ま

たは１－２）【必須】 

原本１部 

 

ợ ⌐╟╢ ─

│₈ ₉╩ ∆╢↓

≤ 

ợ ⌐╟╢   

─ │₈ ₉⅔╟┘

₈ ⌐╟╢

₉╩ ∆

╢↓≤ 

□②経営計画書 

（様式２）【必須】 

原本１部 

 

ợ ─ ⌐│⁸ ↔≤

⌐  

□③補助事業計画書 

（様式３）【必須】 

原本１部 

 

 

□④事業支援計画書 

（様式４）【必須】 

原本 1部 

 

ợ ─ ⅜ ⇔╕∆⁹

╕≢⌐ ⌂ ╩╙∫≡⁸

⅔ ╘⌐⅔ ⇔ↄ∞↕™⁹ 

□⑤補助金交付申請書 

（様式５）【必須】 

原本１部 

 

ợ ─ ⁸ ≤⌂∫√ ─

─╖ ⇔╕∆ 

□⑥電子媒体（CD-R・USB

メモリ等）【必須】 

 

β ⌐ ╩

⇔√ ♃כ♦─

╩ ≡ ╣╢↓≤ 

 

ᵑ  

ᵒ  

ᵓ  

 

ᵕ  

 

１つ ợ │♃כ♦ ─╙─≢

™╕∑╪ 

ợ ⁸│♃כ♦ ⁸ ⁸

⁸ ─ ╩ ≈

─ⱨ□▬ꜟ Word ≤⇔≡

⇔⁸ ⅎ┌⁸ 

ủủ─ .doc .docx  

 ─╟℮⌐⁸ ╩ ↑≡ ⇔

≡ↄ∞↕™ 

ợ ⌐ כ♦√™∞√™

♃╩╙≤⌐⁸ ╩ ™╕

∆ ─ ⅜⌂™

│⁸ ⅜≢⅝╕∑╪  

ợ ─ ⌐│⁸ ↔≤

─ ─

╩♃כ♦ ≡ ╣╢↓≤⁹ 

 

法人の場

合 

□⑦貸借対照表および損

益計算書（直近１期

分）【必須】 

写し１部 ợ ⅜⌂™ │⁸  

─№╢  

⅔╟┘ ─  

╩  

ợ ╩ ╙ ⅎ≡™⌂™  
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│  

ợ ─ ⌐│⁸ ─

╩ ∆╢↓≤ 

□⑧現在事項全部証明   

書または履歴事項全

部証明書【必須】 

１部 ợ ─ ⅛╠ ⅛  

─ ─╙─⌐ ╢ 

ợ ─ ⌐│⁸ ─  

╩ ∆╢↓≤ 

ợ ─╖

≢№╡⁸▬fi♃כⱠ♇♩ ≢

╩☻ⱦכ◘╢⅝≢ ⇔≡

≢⅝╢ ⌐│⁸ ⌂

│⌂ↄ⁸ ≤⇔≡│

╘╠╣╕∑╪⁹ 

個人事業

主の場合 

□⑦直近の確定申告書 

 【第一表、第二表、収支

内訳書（１・２面）ま

たは所得税青色申告決

算書（１～４面）】（税

務署受付印のあるも

の） 

または開業届（税務署 

受付印のあるもの） 

【必須】 

 

β ⅜⌂™

│ ⅔╟┘

╩ ⇔  

 

 

写し１部 ợ ╩ ╙ ⅎ≡™⌂™  

─╖⁸ ─ ≢ ⇔ 

≡™╢↓≤⅜╦⅛╢ ╩  

∆╢↓≤ 

ợ ⇔≡⅛╠ ╩

ⅎ≡™╢ ⌐│⁸ ⌐

╦╠∏ ╩ ∆╢

↓≤ 

ợ ╩ ⇔√ ≢

⌐ ⅜⌂™ ⌐│⁸

⅜ ∆╢⁸ 

₈ ∕─  

─ ₉ ◖Ⱨכ ╩ 

≢ ∆╢↓≤ 

ợ ╩⇔√ │⁸₈ⱷכꜟ

₉╩ ⇔√╙─

╩ ─ ≤⇔≡ ⇔≡

ↄ∞↕™ 

ợ ─ ⌐│⁸ ─  

╩ ∆╢↓≤ 

従業員の

賃金を引

き上げる

取り組み

を行う事

業者の場

合 

 

□様式６および賃金台帳

の写し【必須】 

 

※月給制の「対象労働者」

がいる場合には、別紙

「時間換算額算出根拠

表」の添付も必須 

様式６の原

本１部と証

拠書類の写

し１セット 

 

ợ ─ ⌐│⁸ ∆╢ 

↔≤⌐ ∆╢↓≤ 

買物弱者 □様式７および様式８ 原本１部ず ợ │⁸ ─
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対策事業

として補

助上限額

の引き上

げを希望

する事業

者の場合 

【必須】 つ 

 

ה ⅜ ⇔╕∆⁹

╡ ╖√™ ⅜⁸

─₈ ₉≤

╘╠╣√ ⌐ ╩ ↑╠

╣╕∆⁹ 

ợ ╕≢⌐ ⌂ ╩╙∫

≡⁸⅔ ╘⌐ ה

⌐↔ ↄ∞↕™⁹ 

過去の全

国版「小

規模事業

者持続化

補助金」

の公募で

採択を受

け、補助

事業を実

施した事

業者の場

合 

□過去に実施した補助事

業に係る「（様式第８）

補助事業実績報告書」の

写し【必須】 

写し１部 

 

ợ ─ ⅜⁸ ╙

∆╢ ⌐│⁸ ─

⌐ ⇔√⁸

─ ⇔╩ ™√∞⅝╕

∆⁹ ─ ⇔│ ─╙

─≢╙ ™╕∑╪ 

ợ ─ ─

⌐№╦∑≡ ™√∞™√⁸

₈ ה ₉

╛ ◖Ⱨכ─

│ ≢∆ 

ợ ⌐№√∫≡│⁸ ─

─ ─ ≤⁸

∆╢ ─ ╩

⁸ ⇔╕∆ 

※用紙サイズはＡ４で統一し、左上１か所でクリップ止め（ホチキス止めは不可）してください。 

※提出書類等の作成・送付に係る費用は補助対象外であり、応募者の方にご負担いただきます。申請

書類等の返却はしません。 

※必須提出書類の提出がない場合は失格とします。 
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ᵗ ─  

ᵘ  

Ⅴ.事業のスキーム 

 

 

 

 

 

ה

 ᵒ ה  

ᵙ ─  

ᵖ ה  

─  

ᵕ ᵕ │ ─  

ᵔ ה ─  

ᵓ ה  

ᵑ ⁸  

ה

⅝ 

 

 

中
小
企
業
庁 

全
国
商
工
会
連
合
会 

補
助
金
地
方
事
務
局 

（
香
川
県
商
工
会
連
合
会
） 

小
規
模
事
業
者 

各地商工会 

採
択
審
査
委
員
会 

市区役所・町村役場 ₈ ™ ─ ₉─

─╖ ה  


